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研究要旨 職業被ばくのうち、高線量被ばくの多くは医療行為に伴う被ばくであるが、

放射線を用いた医療行為は患者に対しての利益がきわめて大きく、その利益を損なわな

い範囲で職業被ばくを低減させることには困難を伴う。一方、ICRP の勧告で水晶体被

ばくの線量限度を 5 年間で 100mSv，1 年間で 50mSv を超えないように引き下げること

が提唱され、本邦でもこれに従った電離放射線障害防止規則（電離則）改正が行われ、

令和 3 年 4 月に施行された。しかし、実際の医療環境における被ばくの実態、特に水晶

体の被ばく状況は十分に調査・検討が行われておらず、改正電離則を実際の医療現場が

遵守できるかは明らかであるとはいえない。本研究では、この問題を明らかにすること

を目的として研究を行う。研究は、主に以下の 3 つの研究計画に分かれる。 

研究 1）医療関係者の職業被ばくに影響を与える要因に関する研究 

研究 2）医療機関における放射線業務従事者の管理・教育・研修状況に関する研究 

研究 3）医療関係者の水晶体被ばくの現状とそれに影響する要因に関する研究 

令和 2 年度においては、令和元年度のフィージビリティー研究に基づき、これらの研究

を実行した。 

研究１）医療関係者の職業被ばくに影響を与える要因に関する研究： 

現時点での医療関係者の被ばく実態を明らかにし、医療従事者の線量を高くする要因を

把握するため、平成 28 年度～30 年度における、個人線量計で管理されている医療従事

者の線量情報を収集し、それぞれの医療者の職種（医師・技師など）、所属（循環器、放

射線部など）年齢、性別などの属性情報と照らし合わせる。令和 2 年度は長崎大学病院・

広島大学病院・福島県立医科大学病院のデータを収集し、平成 30 年の実効線量を解析

した。平成 30 年度の総対象者数は 3056 件であった。医師の実効線量については、中央

値、第 3 四分位とも 0mSv/yr と、群としての線量は極めて低い値に管理されていること

が明らかとなったが、ごく少数の対象者で高線量が認められた。特に年間 5mSv, 月間

1mSv を超える高線量者は医師のみであった。診療放射線技師の実効線量は、他職種よ

りも有意に高い線量であり、かつ他職種に比べ線量分布のバラツキが少ない傾向が見ら

れた。看護師の実効線量については高齢者ほど線量が高い、内視鏡室勤務者が突出して

高い、という他職種に見られない特徴が認められた。これらの結果より、医師について

は高線量者を抽出しての個別管理が、診療放射線技師は集団としての管理が重要である

ことが示唆された。看護師については、勤務環境に合わせた対応が必要と考えられた。 

 



研究２）医療機関における放射線業務従事者の管理・教育・研修状況に関する研究： 

医療機関における医療従事者の線量管理と研修の実態を把握するため、令和元年度のフ

ィージビリティ研究で作成されたアンケートを、日本医学放射線学会の教育研修施設

895 施設に対して Web アンケートの形式で実施した。アンケート対象施設 895 施設のう

ち 336 施設より回答が得られた（回答率＝37.5％）。ほとんどの施設では管理・研修は適

切に行われていることが明らかとなった。線量限度を超える可能性のある従事者が 1 名

以上いる施設は 21％存在したが、実際に線量限度を超えた施設は 6%にとどまり、適切

な管理指導により過剰被ばくが防がれているものと考えられた。一方、個人線量計未着

用の可能性のある従事者が存在する可能性が 10%以上の施設で指摘された科は整形外

科・消化器外科・消化器内科・その他の内科・小児科・循環器内科・心臓外科・脳外科・

泌尿器科と多数であった。技師から医師への指導が行いにくい現状が、着用促進の妨げ

になっていることが見いだされた。防護の環境整備については、放射線防護眼鏡が十分

に配備されている施設は 40%にとどまり、特に手術室においての配備率が不良であっ

た。水晶体専用の測定器の利用率は 15%にとどまっていた。放射線技師の配備について、

規模の大きい病院ほど配備状況が悪いという特異な傾向が見いだされた。 

研究３）医療関係者の水晶体被ばくの現状とそれに影響する要因に関する研究： 

水晶体線量を実測することで、医療行為に伴う水晶体線量の把握を行った。令和 2 年度

は令和元年度のフィージビリティー研究に基づき、特に線量が高いことが予想される X

線透視作業を行う科（泌尿器科、小児科、消化器内科、その他の内科（主に呼吸器）、整

形外科、放射線科）の透視業務について調査した。長崎大学病院において業務従事者に

水晶体線量計（DOSIRIS：千代田テクノル社）を着用してもらい、業務分類（泌尿器科

医師、放射線部看護師、など）ごとの水晶体被ばく線量を測定、どのような業務分類に

おいて水晶体線量が高線量となっているかを実測した。また、防護眼鏡着用による線量

低減効果も検証した。結果、最大月間線量が 7.2mSv と予想を大幅に超える線量が観察

された。水晶体線量と検査回数、照射回数、照射時間はすべて強い相関を示した。単位

時間あたり水晶体線量は防護眼鏡無しの期間が 0.024±0.003mSv/min に対し防護眼鏡あ

りで 0.008±0.004mSv/min と大きく減少した。 

３研究総括 研究２より、ほとんどの施設で被ばく管理が放射線部の診療放射線技師に

よって行われている現状が明らかとなったが、内視鏡室における診療放射線技師の関与

の低さが明らかとなり、これが研究１で認められる内視鏡室における看護師の被ばくの

多さにつながっている可能性がある。また、研究３から透視に伴う水晶体線量が予想外

に高いことが明らかとなったが、研究２より水晶体被ばくを防ぐための防護眼鏡の配備

率、被ばく把握のための水晶体専用測定器の利用率が低いことが明らかとなった。管理

の面では放射線部・放射線科医師の積極的関与が、設備の面では防護眼鏡・水晶体専用

測定器の利用促進とそのためのインセンティブ提供が、放射線業務従事者の被ばく低減

のため有用ではないかと考えられた。 



研究分担者： 
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Ａ．研究目的 

職業被ばくにおいて医療行為は最も重大

な被ばくの要因となっており、年間 20mSv

を超える放射線業務従事者は、そのほとん

どが医療関係業務の従事者であることも明

らかとなっている。一方、低線量被ばくにつ

いては、新たな科学的知見から水晶体にお

いて従来考えられていたよりも低い線量か

ら影響が生じていることが明らかとなって

きている。これらの知見に基づき ICRP は、

水晶体被ばくの職業被ばくの線量限度を 5

年間で 100mSv，1 年間で 50mSv に引き下げ

るべきとする勧告を出している。この勧告

は、かなり大幅な線量限度の引き下げであ

るが、本邦でも令和３年度に施行された改

正電離則にて、当該勧告に対応する水晶体

線量の線量限度の引き下げが行われた。一

方、この線量限度引き下げを臨床の現場が

遵守できるか、また遵守するためにはどの

ような対策が必要であるかは明らかでない。

特に水晶体被ばくについては、直接の測定

での管理がほとんど行われていない実態が

あり、現状の把握すら困難な状況である。米

国では、当該勧告に従った線量限度引き下

げは、必要な対策にかかるコストを考慮す

ると現実的ではないとの立場から、国内規

定の変更を行わない方向性である。このよ

うに、線量限度引き下げが実臨床の現場に

おいて合理的に遵守可能であるかどうかを

確定するには、現状の把握が必須であると

考えられる。本研究では、過去の医療現場に

おける職業被ばくの実態把握、現在の医療

現場における管理・教育・研修の状況把握、

実際の水晶体線量の測定の 3 つの側面から、

医療現場における職業被ばくの状況を把握

し、職業被ばく、特に水晶体被ばくを管理・

低減するために必要な方針・対策の立案に

資する情報を得ることを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究は大きく 3 つの研究計画に分かれる。 

研究 1）医療関係者の職業被ばくに影響を

与える要因に関する研究 

（目的；医療従事者の線量を高くする要因

の同定） 

研究 2）医療機関における放射線業務従事

者の管理・教育・研修状況に関する研究 

（目的：医療従事者の線量管理と研修の実

態把握） 

研究 3）医療関係者の水晶体被ばくの現状

とそれに影響する要因に関する研究 

（目的：医療行為に伴う水晶体線量の実測

に基づく把握） 

令和 2 年度については、これらの研究計

画についての電離則改訂前の状況調査を中

心とした。 

１）医療関係者の職業被ばくに影響を与え

る要因に関する研究 

電離則改訂前における医療関係者の被ば

く実態を明らかとするため、平成 28 年度～

30 年度、計 36 か月における長崎大学病院・

広島大学病院・福島県立医科大学病院の各



病院施設において、個人線量計で線量管理

されている医療従事者全員について、年齢・

性別・職種（医師・技師・看護師等）・所属

部署（放射線科・整形外科等）・主な放射線

取扱業務（透視業務・血管造影等）、該当期

間の毎月の体幹被ばく線量の情報を収集し

た。年間 5mSv, 月間 1mSv を超える被ばく

を生じた従事者については個別の業務情報

の収集も行った。 

２）医療機関における放射線業務従事者の

管理・教育・研修状況に関する研究 

放射線利用における線量管理と教育研修

の状況を広く調査するため、日本医学放射

線学会の教育研究施設約 900 施設を対象と

した Web アンケートを令和３年２月に実施

した。アンケート作成については、同一の研

究事業補助金を取得している別研究班とデ

ータの共有を行うため、アンケートの内容・

構成を一部共通のものとし、Web アンケー

トに適する様に回答数を約半分に削減した

ものを作成した。 

３）医療関係者の水晶体被ばくの現状とそ

れに影響する要因に関する研究 

令和２年４月より、放射線業務のうち、被

ばく線量が多いと推定される、透視を伴う

医療行為の業務種と職種の組み合わせごと

（＝「業務分類」）に水晶体線量の測定を行

った。線量測定には千代田テクノル社製

DOSIRIS を使用。併せて各作業の業務種・

職種・放射線取扱時間を記録。業務分類（泌

尿器科医師、放射線部看護師、など）ごとの

水晶体被ばく線量を測定、どのような業務

分類において水晶体線量が高線量となって

いるかの実測を行った。また、令和２年１０

月からは、同測定において、放射線防護用鉛

入り眼鏡の着用を促す介入を行い、介入に

伴う線量減少効果を検証した。 

（倫理面への配慮） 

すべての研究は長崎大学医歯薬学総合研

究科倫理委員会において倫理審査の上、許

可をえて行った。多施設研究については長

崎大学における許可申請に基づき、各施設

でも倫理審査を受けた上で実行した。侵襲

をともなう介入研究は行われていない。個

人情報については、その収集を最小限にと

どめ、収集された個人情報についても、個人

を同定できないような匿名化を行った上で

の研究を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

１）医療関係者の職業被ばくに影響を与え

る要因に関する研究 

長崎大学・広島大学・福島県立医科大学の

成 28 年度～30 年度のデータ集計を終了し

た。大学病院においては人の流動が激しく、

年度間でのデータの連続性が担保できない

ことが判明したため、平成 30 年度のデータ

を集計した。3 施設合計で 3056 名の線量デ

ータが得られたが、そのうち年間線量が

5mSv を超えるものは 4 名のみ、1mSv 超過

者でも 87 名（2.8％）とごく少数であること

が判明した。職種毎の被ばく線量の比較で

は、診療放射線技師の被ばく線量が他職種

よりも高値であることがわかったが、4mSv

を超える線量は医師に限定しており、突出

した被ばくはごく少数の医師に集中してい

ることが判明した。看護師については、高齢

者ほど線量が高い傾向があること、内視鏡

室に勤務する看護師が他群に比べて被ばく

量が高いことが認められた。 

２）医療機関における放射線業務従事者の

管理・教育・研修状況に関する研究 



対象施設全 895 施設のうち、回答を得ら

れたのは 336 施設（37.５％）であった。医

療機関の種類としては総合病院が 73.3％と

突出して多く、施設の規模としては 600 床

以上・600-400 床・400-200 床がそれぞれ

27.3％・37.7%・30.9%と均一に分布していた。

個人線量計の着用状況については、対象施

設が日本医学放射線学会の教育研修施設で

あるため、28.5%の施設で 100%の着用状況

であることが判明した。職業被ばくの線量

限度を超える可能性のある従事者がいる施

設が 20.8%、実際に超えた施設が 5.6%存在

した。また、大多数（83.1%）の施設では管

理業務を専門に行う部署は存在せず、多く

の施設では、放射線部（診療放射線技師）の

兼務で管理を行っている現状が明らかとな

った。防護眼鏡の着用率については、放射線

科の IVR では良好（65.7%の施設で 100％の

着用率で）あった。また循環器系・脳外科内

科系においても 50％以上の施設で 80%以上

の防護眼鏡着用率が得られていたが、整形

外科・泌尿器科では着用率が 20％以下の施

設が過半数を占めており、科による意識の

違いが明らかであった。 

水晶体被ばく測定のための専用測定機の

利用は 15.4％にとどまり、普及が良くない

ことが明らかとなった。また、検査部門毎の

防護眼鏡配備率については、十分と回答し

た施設は半数以下であり、特に手術室にお

いて全く配備されていない施設が 38.3％と

突出して低かった。診療放射線技師の配置

率については、透視を伴う内視鏡室一般 X

線透視室, 手術室では100%配置できている

施設が半数以下であった。内視鏡室におい

てベッド数の大きな病院ほど技師配備率が

悪いという特異な関連が見られた。 

３）医療関係者の水晶体被ばくの現状とそ

れに影響する要因に関する研究 

長崎大学病院で、透視業務における水晶

体線量測定を行った。放射線防護眼鏡の着

用がほぼ 0 であったため、令和 2 年 9 月ま

では着用無し、10 月以降着用を促す介入を

行って、測定を行った。 

防護眼鏡無しの期間において月間水晶体

線量測定値の最大値が 7.2mSv、平均値でも

1.758ｍSv と予想を大幅に超えるセンリョ

ウが観察された。診療科の比較では、泌尿器

科が他の科に比べて月間水晶体線量が高い

(4.700±1.342mSv/month)ことが明らかとな

ったが同時に X 線照射時間、X 線照射回数、

検査回数を調査したところ、DOSIRIS によ

る月間水晶体線量測定値はこのいずれとも

強い相関をすることがわかった。このため、

単位照射時間あたりの被ばく量をデータと

して解析したところ、整形外科のみ若干高

い値であったが（0.049±0.040mSv/min）、最

も高い月間線量を示した泌尿器科について

も、単位照射時間あたりの線量は突出して

高いわけではなかった。 

令和 2 年 10 月より、防護眼鏡着用を促す

介入を行ったところ、介入前に比べ、介入後

は線量が約 1／3 に有意な減少が得られる

ことが判明した。 

業務分類 

水晶体線量

（mSv/min） 

介入前 介入後 

全体 0.024 0.008 

泌尿器科 0.021 0.008 

小児科 0.009 0.006 

消化器外科 0.019 0.012 

呼吸器科 0.023 0 

整形外科 0.049 0.008 



Ｄ．考察 

１）医療関係者の職業被ばくに影響を与え

る要因に関する研究 

被ばく線量の平均値としては、診療放射

線技師の線量が他職種よりも高いことが明

らかであった。診療放射線技師については、

他職種と異なり、一部ごく少数例の高線量

ではなく、集団としての高線量で有り、集団

管理の観点からの線量低減策が行われるべ

きと考える。一方で、他職種については、大

多数の従事者の線量は極めて低い値であり、

一部の対象者のみ高い値を示した。特に、突

出して高いケースは医師に限定しており、

医師については高線量被ばくを生じてい

る・生じる可能性のある医師を抽出して個

別に対応する、個別管理の観点からの対応

が望まれる。このように、今回の検討からは

集団管理の観点と、個別管理の観点で対象

とすべき群が異なり、線量低減のためには 2

つの異なるアプローチをとることが必要で

あることが明らかとなった。一方、大多数の

従事者は被ばく線量が測定以下におさえら

れており、実際の管理状況は比較的良好で

あることが明らかとなった。ただし、今回の

集計は大学病院のデータで有り、管理が行

き届きやすい状況にはあると思われる。現

在複数の市中病院でのデータ収集を依頼し

ており,このデータも加味しての新たな集

計が必要である。また、今回の検討は電離則

改訂前の集計であり、電離則改定が線量に

どのような影響を及ぼしたかを令和 3 年の

線量データと比較することで調査する必要

があると考えられた。 

２）医療機関における放射線業務従事者の

管理・教育・研修状況に関する研究 

回答率が 37.7％とやや低い値であったが、

300 施設弱のデータを収集することが出来、

また、施設規模についてもある程度均等な

データ分布となっており、信頼性はある程

度担保できたと考えられる。調査対象が日

本医学放射線学会教育研修施設であり、放

射線に対する意識がある程度高いことが予

測されていたが、個人線量計 100％着用と回

答した施設が 28.6％と高く、このことが裏

付けられた。これについては、学会の関与が

意識向上に役立っているかを検証するため、

別の群との対比が必要である。同一研究事

業費補助金を得ている「細野班」でも同様の

調査を全国の労災病院に対して行っている

が、アンケートの内容に共通性を持たせて

いるので、対比することによって、学会関与

の有効性が明らかに出来るものと思われる。

一方、年間 5ｍSv 超過者が 6％の施設で存

在していることから、調査対象施設におけ

る放射線の使用検査が多いことが示唆され

るが、これについても他班との対比が必要

と考えられた。一方、専門の管理部門が存在

しない施設が大多数であること、水晶体被

ばく測定のための専用測定機の利用は

15.4％にとどまること、から、管理体制に改

善の余地が大きく残っていることが推察さ

れた。小規模病院ほど防護眼鏡配備率が悪

いことから、防護眼鏡の費用負担が普及の

障害となっている可能性が示唆され、利用

を促すためのインセンティブの必要性があ

るのではないかと思われた。一方、内視鏡室

においてベッド数の大きな病院ほど技師配

備率が悪いという予想外の関連が見いださ

れたが、これについては大病院ほど消化器

科などの放射線科以外の部門が内視鏡室を

管理する傾向があるため、部門間の縦割り

管理が配備率の低下に影響を与えているの



ではないかと考えられた。管理体制におけ

る、放射線部・放射線科医師の積極的関与、

専門部署の設置の必要性が伺われた。 

３）医療関係者の水晶体被ばくの現状とそ

れに影響する要因に関する研究 

本研究では透視業務に従事する医師の水

晶体線量が予想を大幅に超えて高いことが

示唆された。月間水晶体線量の最大値であ

る 7.2mSv はこれを 12 か月続けたとすると

86mSv となり、どの 1 年でも超えてはなら

ないとされる水晶体線量限度の 50mSv を大

幅に超過する。また、平均水晶体線量の 1．

758mSv であっても、5 年間（60 か月）この

値が継続したとすると、105mSv となり、5

年間の線量限度を超過する。一方、単位照射

時間あたり、検査数あたり、単位照射あたり

の線量は、概ねどの科でも有意な増減のな

い一定した値となっており、水晶体線量が

単純に検査回数、検査時間の増大に伴って

増加することが明らかとなった。このこと

から、水晶体線量の低減のためには、線量を

低減させるための作業環境の改善が最も重

要ではないかと考えられ、実際今回の防護

眼鏡着用の介入により、量を 1/3 程度に低

減させることが出来ており、防護眼鏡の普

及は水晶体線量低減・水晶体線量限度遵守

のために有効性が高いと考えられた。 

４）3 研究にまたがる考察 

 研究 1）では看護師の被ばくについて、

内視鏡室で勤務する看護師の被ばくが他部

署に比べて特異的に高いことが認められた

が、研究 2）においては大規模な施設ほど X

線透視を伴う内視鏡室への診療放射線技師

の配備状況が低いことが明らかとなってい

る。また、研究 2）で放射線管理はほとんど

の施設で放射線部（診療放射線技師）によっ

て行われており、専門の管理部門が存在す

る施設はごく少数であった。大きな病院ほ

ど内視鏡を行う部門の業務を消化器科など

の実際に内視鏡を行う科が管理担当してい

る傾向が高いことを考えると、大規模な病

院ほど内視鏡室が放射線管理を行っている

部門と独立して X 線の管理を行っており、

このことが管理の徹底に負の影響を与えて

いることを示唆しているのではないかと考

えられる。 

また、研究 3）において透視を伴う放射線

業務に従事する医師の水晶体線量が推定を

大きく超える高値であることが示唆された

が、研究 2）において放射線防護眼鏡の検査

室への配備率が良好でないこと、また水晶

体専用の測定器がほとんど利用されていな

いことが明らかとなっている。研究 3)にて

放射線防護眼鏡の利用が水晶体線量低減に

極めて有用であることが判明していること

から、配備率を改善させることで、大幅な水

晶体線量低減が期待できると考えられる。

また逆に測定された水晶体線量からは、現

状の放置によって、水晶体線量限度の超過

が生じる可能性が示唆され、水晶体専用の

測定器を用いた線量把握が必要であること

も示唆されている。 

 

Ｅ．結論 

3 つの研究計画を実施した。3 研究の総合的

評価からは、放射線部門および放射線科医

師の積極的な管理への関与による、被ばく

管理・低減の改善効果が示唆された。また水

晶体線量の線量限度遵守のためには放射線

防護眼鏡の利用推進が必要で、そのための

インセンティブが必要と考えられた。 

 



Ｆ．健康危険情報 

無し 

 

Ｇ．研究発表 

1．論文発表 

（関連論文） 

Takemoto T, Ohsawa K, Matsuda N. 

Cleaning Materials and Methods for Effective 

Removal of Indoor Radioactive Contamination. 

Radiation Safety Management 19; p49-57, 
2020 
 

2．学会発表 

工藤 崇「医療被ばくとその管理：～

近年のトピックと今後の展望～」第 30

回日本心臓核医学会総会・学術大会 

2020 年 12 月 18 日 

工藤 崇「医療に伴う被ばくの問題：

基本的な考え方と論争点」第 20 回循環

器 CT・MR 研究会 2020 年 11 月 21 日 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

1．特許取得 

無し 

 

2．実用新案登録 

無し 
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放射線業務従事医療関係者の職業被ばく実態調査と被ばく低減対策研究 

1) 医療関係者の職業被ばくに影響を与える要因に関する研究 
 

研究分担者 松田尚樹 長崎大学 原爆後障害医療研究所 教授 

研究分担者 工藤 崇 長崎大学 原爆後障害医療研究所 教授 

研究分担者 織内 昇 福島県立医科大学 先端臨床研究センター 教授 
研究分担者 伊藤 浩 福島県立医科大学 医学部 教授 

研究分担者 粟井和夫 広島大学 医歯薬保健学研究科 教授 

 
 研究要旨 

【目的】職業被ばくのうち、高線量被ばくの多くは医療行為に伴う被ばくであるが、放

射線をもちいた医療行為は患者に対しての利益がきわめて大きく、その利益を損なわな

い範囲で職業被ばくを低減させることには困難を伴う。一方、ICRP の勧告で水晶体被

ばくの線量限度を 5 年間で 100mSv，1 年間で 50mSv を超えないように引き下げるこ

とが提唱され、本邦でもこれに従った電離放射線障害防止規則（電離則）改正が令和 3
年 4 月に行われた。しかし、実際の医療環境における被ばくの実態、特に水晶体の被ば

く状況は十分に調査・検討が行われておらず、改正電離則を実際の医療現場が遵守でき

るかは明らかであるとはいえない。本研究は、電離則改正直前における医療従事者の被

ばく管理データを各従事者の年齢・性別・職種・所属部署・業務種などの特性を対比検

討することで、どのような因子が高い被ばくに結びついているかを検討し、被ばく低減

対策に役立てることを目的とする。【方法】令和 2 年度は令和元年度に立案された研究

計画に基づき、長崎大学病院・広島大学病院・福島県立医科大学病院における平成 28～
30 年度の線量データを収集し、解析を行った。各大学病院における放射線業務従事者の

年齢・性別・職種（医師・技師・看護師等）・所属部署（放射線科・整形外科等）、該当

期間の毎月の被ばく線量の情報を収集し、本年度は平成 30 年のデータを解析した。ま

た、特に線量の高いものについては、個別の業務従事状況の追加調査を行った。また、

各大学の関連病院への協力依頼を行った。【結果】平成 30 年度の総対象者数は 3054 件

であった。性別については、男性が女性よりも有意に実効線量が高かった。また職種別

では、放射線診療技師が他職種よりも有意に高い線量であったが、年間 5mSv, 及び月

間 1mSv を超える高線量者は医師に限定していた。医師については、群としての線量は

中央値が 0mSv の低い線量であったが、少数の高線量群が認められた。放射線診療技師

は、突出した外れ値は他職種に比べて少なく、平均的に線量が分布する傾向が見られた。

看護師については高齢者ほど線量が高い、内視鏡室勤務者が突出して高い、という他職

種に見られない特徴が認められた。【考察】被ばく管理においては集団管理と個別管理

の側面があるが、医師については、集団としては低線量だが一部突出した高線量者が存

在しており、個別管理の充実が必要と思われた。放射線診療技師は集団としての線量が

高く、集団管理が重要と思われた。看護師については、特定の職場での線量が高く、今

後線量の高い業務における管理充実が必要と思われる。 



Ａ．研究目的 
令和 3 年に施行された電離則改訂では水

晶体線量限度が 5 年間で 100mSv，1 年間

で 50mSv を超えないとする改正が行われ

た。しかし、現在の医療機関における職業被

ばく状況がどの程度のものであり、被ばく

を増加させる要因が何であるかは明らかで

ないため、水晶体線量限度の遵守および水

晶体を含む被ばく線量低減のための対策の

策定には困難が予想される。現在年間

20mSv を超える放射線業務従事者のほと

んどが医療関係業務従事者であることを考

えると、職種・業務内容など、どのような因

子が高い線量に結びついているかを明らか

にし、因子に応じた線量低減の対策・介入を

行う必要があると考えられる。本研究では

過去の医療従事者における線量と業務種そ

の他の因子の関係を明らかにすることで、

高い線量に結びつく因子を抽出することを

目的とする。本年度においては、平成 28～
30 年度における長崎大学病院・広島大学病

院・福島県立医科大学病院におけるデータ

収集と解析を中心に行った。 
 
Ｂ．研究方法 
平成 28 年度～30 年度の計 36 か月にお

ける長崎大学病院・広島大学病院・福島県立

医科大学病院（及び追加される研究協力施

設）の医療従事者のうち、放射線取扱業務従

事者として個人線量計で線量が管理されて

いる職員全員について、年齢・性別・職種

（医師・技師・看護師等）・所属部署（放射

線科・整形外科等）、該当期間の毎月の被ば

く線量の情報を収集。被ばく量を従属変数、

それ以外を独立変数として、どのような因

子が被ばく量の増減に影響を与えているか

を検討する。月間 5mSv・1ｍSv を超える高

線量被ばくが発生している従事者について

は個別に、原因となった業務内容、被ばくの

要因、偶発的なものであるかどうかなどに

ついての調査を行う。 
令和 2 年度においては、長崎大学にて令

和 2 年度 3 月に研究許可を受けた研究計画

に基づき、3 大学でのデータの収集を行う

とともに、研究協力施設の追加応募を行っ

た。群間の解析には 2 変量の関係について

は一元配置の分散分析を行い、有意差が認

められる場合は多重検定として Turkey の

HSD test を行った。 
（倫理面への配慮） 

各職員には、各施設内で連結可能匿名化

ID を振り分けた上、収集後の年齢情報を 5
歳毎の階層化情報に変換し、個人の同定が

出来ないデータとしたものを長崎大学に送

付することで、個人情報が各施設外へ漏れ

ることがないように配慮した上で、研究に

利用する。研究は長崎大学医歯薬学総合研

究科倫理委員会にて審査・許可を受けた研

究計画書に基づき、各研究分担・協力施設に

おいても、各倫理委員会にて申請、審査を受

け、承認を受けて実施した。 
 

Ｃ．研究結果 
平成 28 年度～30 年度の計 36 か月にお

ける長崎大学病院・広島大学病院・福島県立

医科大学病院のデータを収集したところ、

大学病院の特性として、所属の変更や異動

が非常に多く、匿名化された状態では対象

者の異動を追跡して統一したデータとして

解析することがこんなん出あることが判明

したため、平成 30 年度のデータの解析を行

うこととした。いずれの施設においても、千



代田テクノル社による個人線量測定が行わ

れているため、測定データ形式の共通性が

担保されており、同一のソフトウエアを用

いた解析を行うことが出来た。 
すべてのデータを別ページに表・グラフと

して示す。 
 
1）データ内訳 
総対象者数は一部データの脱落している

ものを含めて、3326 件であった。長崎大学

病院より 686 名、広島大学病院より 1493
名、福島県立医科大学病院より 1147 名のデ

ータが得られた。その内訳は医師 1653 名、

歯科医師 316 名、看護師 1018 名、診療放

射線技師 166 名、歯科衛生士 13 名、薬剤師

11 名、臨床検査技師 17 名、その他 125 名

であった。 
男女数は男性 1763 名、女性 1563 名。 

年齢階層は 20-24 歳: 86 名、25-30 歳: 776
名、31-34 歳: 731 名、35-39 歳: 608 名、40-
44 歳: 424 名、45-49 歳: 300 名、50-54 歳: 
208 名、55-59 歳: 111 名、60-64 歳: 59 名、

65-69 歳: 51 名、70 歳以上: 2 名であった

（欠測値を含む） 
 
2）全データ分析 

3056 例の解析できたデータのうち、2655
例（86.9%）は通年の体幹部線量が測定限界

以下であった。1mSv/yr を超えるものは 87
例（2.8％）にとどまり、5mSv/yr を超える

のは、医師の 4 名のみであった。 
性別については、男女間で男性が女性よ

り も 有 意 に 高 い 実 効 線 量 で あ っ た

（p<0.001）。ただし、後述する職種別の解

析では同様の有意

差は医師にのみ認

められた。医師数

の多さから、全体

のデータが医師の

データに大きく影

響されたものと思

われる。 
年齢階層については、30 台～40 台におい

て高線量者が多い傾向はあったが、統計学

職種別 医師 歯科医師 看護師 放射線技師 歯科衛生士 薬剤師 臨床検査技師 その他
n 1497 311 920 163 13 10 16 125
平均 0.096 0.008 0.046 0.450 0 0.130 0.013 0.045

標準偏差 0.514 0.089 0.208 0.672 0 0.313 0.034 0.215
最大 9.60 1.50 2.50 3.30 0 1.00 0.10 2.10
75% 0 0 0 0.60 0 0.13 0 0
中央値 0 0 0 0.20 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0 0

女性 男性
n 1425 1630
平均 0.046 0.125

標準偏差 0.216 0.538
最大 3.10 9.60
75% 0 0
中央値 0 0
25% 0 0
最小 0 0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
n 85 715 664 560 386 271 194 103 55 20 2
平均 0.071 0.054 0.055 0.128 0.102 0.127 0.115 0.092 0.102 0.265 0.000

標準偏差 0.237 0.219 0.251 0.645 0.411 0.618 0.377 0.362 0.330 0.775 0.000
最大 1.20 2.20 2.80 9.60 4.20 5.80 2.30 2.50 1.90 3.30 0
75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



的な有意差は認められなかった。線量分布

の中央値、及び第 3 四分位（75%）の値が

すべての年齢階層で 0 であることから、ほ

とんどの従事者の線量が極めて低い実効線

量に抑えられており、高線量となっている

ものはごく一部にとどまるものと思われた。 
職種については線量が 0 でない者の割合が

医師で 13%、歯科医師 2%、看護師 9%、診

療放射線技師 57%、歯科衛生士 0%、薬剤師

30%、臨床検査技師 13%、その他 12%で会

った。統計的には、診療放射線技師が薬剤師

を除く他のすべての職種に対して p<0.01
の有意性を持って高い線量となっていた。

ただし、線量の最大値は医師の症例であっ

た。中央値が 0 でない職種群は診療放射線

技師のみで有り、第 3 四分位が 0 でないの

も、診療放射線技師と薬剤師のみであるこ

と、線量が 0 でないものの割合が他職種に

比べて突出して高いこと（57%）から、診療

放射線技師は集団としての実効線量が全体

的に高くなりやすい職業環境にあり、一方

他の職種においては、ほとんどの従事者で

は集団としては線量が抑えられており、医

師部の個人のみ線量が高いことが示唆され

た。 
 
3）医師 
性別については、男女間で男性が女性より

も有意に高い実効線量であった（男性：女性

＝0.118±0.586：0.030±0.131, p<0.001）。
この特徴は他の職種では認められず、医師

にのみ特徴的であった。 
年齢階層については、全データと同じく、

30 台～40 台において高線量者が多い傾向

はあったが、統計学的な有意差は認められ

なかった。線量分布の中央値、及び第三四分

位（75%）の値がすべての階層で 0 である

点も全データ解析と共通していた。、線量が

0 でないものの割合も全体と同じ 13%であ

った。 
所属科ごとの分析では、循環器・血液内科

の線量（0.335±1.010）が他の科に対して高

い傾向があった（麻酔科・内科・研修医に対

して p<0.01, 小児科・整形外科・外科に対

して p<0.05）。 
 
4）歯科医師 
性別については、男女間の有意差は認め

られなかった（男性：女性＝0.012±0.117：
0.003±0.027, p=n.s.）。 
年齢階層については、全年齢階層で平均

値が 0.1 以下と低く、年齢との有意な関連

は見いだせなかった。 
所属については、歯科については歯科医

師と研修医の間で比較検討したが有意差は

認められなかった（歯科医師：研修医＝

0.008±0.091：0.013±0.061, p=n.s.）。 
 

5）看護師 
性別については、男女間の有意差は認め

られなかった（男性：女性＝0.033±0.205：
0.048±0.209, p=n.s.）。 

年齢階層については、顕著に異なる傾向

を認めた。60-64歳の年齢階層の線量（0.226
±0.495）が 49 歳以下の年齢階層（除く 40-
44 歳階層）に対して有意に高い値となり、

50-54 歳の階層の線量（0.116±0.315）が 29
歳以下の階層に対して有意に高い値、40-44
歳の階層の線量（0.104±0.301）が、25-29
歳の階層に対して有意に高い値であった。

全体として年齢が高いほど実効線量が高く

なる傾向が認められた。 



所属については、放射線部所属、手術部所

属、救急・ICU 所属、内視鏡所属、その他

分類不能に分けて解析を行った。内視鏡所

属の看護師の線量（0.667±0.458）が他の部

門に比べて突出して高線量であった。次い

で放射線部所属の線量（0.146±0.338）が高

い値となっていた。 
 

6）診療放射線技師 
性別については、男女間の有意差は認め

られなかった（男性：女性＝0.461±0.646：
0.409±0.778, p=n.s.）。 
年齢階層については、年齢との関係は見

いだされず、また他の職種に比べると外れ

値の少ない比較的揃った線量分布となって

いた。 
 

7）その他 
その他の職種群は職種を確認して検討でき

た例数が歯科衛生士、薬剤師 10 例、臨床検

査技師 16 と少数であった。歯科衛生士は全

例測定限界以下で被ばくを生じていなかっ

た。薬剤師は、第 3 四分位が 0 でなくやや

診療放射線技師に似た傾向であったが、例

数が少ないため、これが有意な意味を持っ

たものであるかは不明である。 
 
8）高線量者 

全調査対象者 3054 件のうち年間実効線

量が 5mSv を超過する従事者が 4 名、月間

線量が 1mSv を超えることがあった従事者

が 12 名存在した。すべて医師であった。 
5mSv を超過した 4 名のうち 3 名は月間

線量が 1mSv を超えることがあった従事者

と重複していたが、1 例は月間 1mSv を超

えることがなく、年間 5mSv を超えるとい

う特異な被ばくパターンを示していた。こ

の従事者の主な業務は循環器系の IVR（治

療を伴う血管造影）であった。残る 3 名の

うち 1 名は循環器、1 名は消化器内科、1 名

は内科であり、いずれも透視を伴う業務に

従事していた。1 名はポータブル X 線撮影

とも従事していた。 
残る9名の月間1mSv超過者については、

外科、内科、循環器科が主であったが、一名

研修医が存在した。9 名のうち 7 名は透視

業務、6 名はポータブル撮影業務に関連し

ており（重複有り）、研修医の月間 1mSv 超

過者はポータブル撮影に関連していた。 
 
Ｄ．考察 
職業被ばくの管理には、個別管理の観点

と集団管理の観点が存在する。今回 3000 例

を超える従事者について解析を行ったが、

大部分の従事者は低い線量に抑えられてお

り、9 割近くが測定限界以下であった。この

ことから、全体としては集団としての管理

は良好に行われていると思われた。ただし、

唯一放射線診療技師については、他の群よ

りも有意に実効線量が高く、半数以上の対

象者が測定限界以上の被ばくを生じており、

他と異なる集団特性を持っていた。集団と

しての線量低減策を講じる必要性が示唆さ

れた。 
一方、医師についてはほとんどの医師は

良好な線量管理が行われているが、一部ご

く少数の医師において高い線量となってい

た。3056 件の調査対象者のうち年間 5mSv
ないし月間 1mSv を超える高線量となって

いたのはすべて医師であり、医師の線量管

理に関しては、個別管理の観点が非常に重

要であると思われる。ごく一部の、高線量被



ばくを生じている・生じる可能性のある医

師をいかにして抽出し管理するかが重要で

あると思われるが、循環器・血液内科におい

て他部署よりも高い線量が観察されている

こと、月間 1mSv を超える線量に透視作業

が関連している傾向があることが見いださ

れ、透視を伴う作業に従事する医師に対し

ての管理・指導の充実が望まれると考えら

れた。また、ポータブル撮影についても高線

量者の複数がこれに関与していることが判

明した。ポータブル撮影の実施体制につい

ても今後の検討の要があると考えられた。 
看護師については、他群と異なる極めて

特異な傾向が見いだされた。年齢について

は、高齢ほど実効線量が高くなる傾向が見

られたが、これは看護部が女性の頻度が高

いことから（調査対象において男性：女性＝

800：120＝87%：13%）、若年女性を被ばく

線量の高くなる部署を避けて配置する配慮

が行われている可能性が示唆される。一方、

内視鏡室で業務に就く看護師の線量が他群

に比べて突出して高いことも注目すべきで

ある。本研究班の別分担研究において、内視

鏡室における放射線診療技師の配備率が不

良でかつ大病院ほど放射線診療技師の配備

率が低下する傾向が判明している。このこ

とを考えると、今回の調査対象である大学

病院のような大規模病院では、内視鏡室に

おける放射線診療技師の関与率が低下し、

このことが透視業務の放射線管理不十分、

ひいては看護師の被ばくの増大につながっ

ている、との可能性が否定できない。今後の

重点的な調査が必要と思われる。 
歯科医師については、他群と大きく異な

る傾向は見いださされなかったが、医師群

に比べ対象者数が少ない。 

その他の群は対象数が少なく評価が難し

いが、薬剤師がやや線量が高い傾向が認め

られた。これについては、福島県立医科大学

において核医学・PET 部門で従事する薬剤

師が含まれていることが影響している可能

性がある。核医学・PET 部門に注目した検

討が必要と思われる。 
今回の集計は大学病院のデータで有り、

管理が行き届きやすい状況にあると思われ

る。現在複数の市中病院でのデータ収集を

依頼しており,このデータも加味しての新

たな集計が必要である。また、今回の検討は

電離則改訂前の集計であり、電離則改定が

線量にどのような影響を及ぼしたかを令和

3 年の線量データと比較することで調査す

る必要があると考えられた。 
 
Ｅ．結論 
平成 30 年度における 3 大学病院 3000 件超

の被ばく線量管理データを元に検討を行っ

た。全体としては良好な管理が行われ、実効

線量は低く抑えられていたが、医師におい

ては突出して高い一部の医師が存在し、個

別管理の重要性が示唆された。放射線診療

技師については、集団としての線量がやや

高いため、集団管理の観点での被ばく低減

策の策定が望まれる。一方、看護師において

は他群とはやや異なる傾向があり、内視鏡

室における被ばく低減のための対策策定が

必要である可能性が示唆された。 
なお、本研究については、今後令和 3 年

度において、電離則改訂後の線量管理状態

を調査するための追加調査を行う予定であ

る。 

 
Ｆ．健康危険情報 



（総括研究報告書に記載） 
 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 
無し 
 
2．学会発表 
無し 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む） 
1．特許取得 
無し 
 
2．実用新案登録 
無し 



実効線量の詳細 
 
職種内訳、及び職種毎の実効線量内訳 

 
大多数（86.9%）は測定限界以下の線量である。 

 

＊放射線技師：薬剤師を除くすべての他の群に対して p<0.01で有意に大きい 
＊＊医師：歯科医師に対して p<0.05で有意に大きい  

mSv/yr 0 0.1～0.9 1～1.9 2～2.9 3～3.9 4～4.9 5～ 総数
医師 1299 159 22 5 5 3 4 1497

歯科医師 304 6 1 311
看護師 838 68 13 1 920

診療放射線技師 70 63 22 6 2 163
歯科衛生士 13 13
薬剤師 7 2 1 10

臨床検査技師 14 2 16
その他 111 14 1 126
総計 2655 314 60 13 7 3 4 3056

職種別 医師 歯科医師 看護師 放射線技師 歯科衛生士 薬剤師 臨床検査技師 その他
n 1497 311 920 163 13 10 16 125
平均 0.096 0.008 0.046 0.450 0 0.130 0.013 0.045

標準偏差 0.514 0.089 0.208 0.672 0 0.313 0.034 0.215
最大 9.60 1.50 2.50 3.30 0 1.00 0.10 2.10
75% 0 0 0 0.60 0 0.13 0 0
中央値 0 0 0 0.20 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0 0



性別内訳、及び性別毎の実効線量内訳 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

p<0.01で有意に男性が大きい 
 
年齢区分（5歳間隔）、及び年齢階層ごとの実効線量内訳 

 

年齢との有意な関係なし  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
n 85 715 664 560 386 271 194 103 55 20 2
平均 0.071 0.054 0.055 0.128 0.102 0.127 0.115 0.092 0.102 0.265 0.000

標準偏差 0.237 0.219 0.251 0.645 0.411 0.618 0.377 0.362 0.330 0.775 0.000
最大 1.20 2.20 2.80 9.60 4.20 5.80 2.30 2.50 1.90 3.30 0
75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女性 男性
n 1425 1630
平均 0.046 0.125

標準偏差 0.216 0.538
最大 3.10 9.60
75% 0 0
中央値 0 0
25% 0 0
最小 0 0



医師 
性別による内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
p<0.01で男性が大きい 
 
  

女性 男性
n 370 1127
平均 0.030 0.118

標準偏差 0.131 0.586
最大 1.30 9.60
75% 0 0
中央値 0 0
25% 0 0
最小 0 0



所属による内訳 

 

 
＊循環・血液：麻酔科・研修医・内科に対して p<0.01 

小児科・整形外科・外科に対して p<0.05で大きい 
  

放射線 循環・血液 脳外科 整形外科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 産婦人科
n 105 100 71 79 62 20 25
平均 0.175 0.335 0.087 0.047 0.068 0 0

標準偏差 0.496 1.010 0.408 0.235 0.192 0 0
最大 3.40 5.80 2.70 1.80 1.30 0 0
75% 0 0 0 0 0.10 0 0
中央値 0 0 0 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0

小児科 内科 外科 救急ICU 麻酔科 その他 研修医
n 44 345 171 69 110 19 277
平均 0 0.100 0.102 0.183 0.017 0.000 0.042

標準偏差 0 0.726 0.428 0.566 0.108 0.000 0.145
最大 0 9.60 3.50 3.40 0.80 0.00 1.50
75% 0 0 0 0 0 0 0
中央値 0 0 0 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0



年齢階層による内訳 

 

 
年齢との有意な関係なし 
  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
n 2 297 354 332 235 137 82 34 17 6 1
平均 0.000 0.056 0.053 0.151 0.111 0.164 0.118 0.000 0.000 0.000 0.000

標準偏差 0.000 0.182 0.242 0.790 0.486 0.795 0.416 0.000 0.000 0.000 0.000
最大 0.00 1.50 2.80 9.60 4.20 5.80 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



歯科医師 
性別による内訳   

 
 
 
 
 
 
 
 

性別による有意な差はない。 
 
 
 
 
所属による内訳 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

有意な差はない。 
 
  

女性 男性
n 139 172
平均 0.003 0.012

標準偏差 0.027 0.117
最大 0.30 1.50
75% 0 0
中央値 0 0
25% 0 0
最小 0 0

歯科 歯科研修医
n 287 24
平均 0.008 0.013

標準偏差 0.091 0.061
最大 1.50 0.30
75% 0 0
中央値 0 0
25% 0 0
最小 0 0



年齢階層別による内訳 

 
 

 
年齢との有意な関係なし 
  

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
n 112 83 40 17 19 18 14 5 3
平均 0.005 0.004 0.0 0.0 0.079 0.0 0.007 0.0 0.0

標準偏差 0.032 0.033 0.0 0.0 0.344 0.0 0.027 0.0 0.0
最大 0.30 0.30 0 0 1.50 0.0 0.10 0.0 0.0
75% 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0
中央値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0 0 0



看護師 
 
性別による内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 

性別による有意差なし 
 
 
  

女性 男性
n 800 120
平均 0.048 0.033

標準偏差 0.209 0.205
最大 2.50 1.80
75% 0 0
中央値 0 0
25% 0 0
最小 0 0



所属による内訳 

 

 
 
＊内視鏡室: 他のすべてに対して p<0.01で大きい 
＊＊放射線部: 手術部、救急 ICU に対して p<0.01, 他に対して p<0.05 で大きい 
＊＊＊他：手術部、救急 ICU に対して p<0.01で大きい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

放射線部 手術部 救急ICU 内視鏡 他
n 56 212 309 12 331
平均 0.146 0.003 0.007 0.667 0.070

標準偏差 0.338 0.226 0.046 0.458 0.271
最大 1.70 0.20 0.60 1.50 2.50
75% 0 0 0 0.95 0.1
中央値 0 0 0 0.70 0
25% 0 0 0 0.25 0
最小 0 0 0 0 0



年齢階層別による内訳 

 

 
＊60-64 歳: 20-24, 25-29, 30-34, 45-49 歳の階層に対して p<0.01, 35-39 歳の階層に対して

p<0.05で大きい 
＊＊50-54 歳: 25-29 歳の階層に対して p<0.01, 20-24 歳の階層に対して p<0.05で大きい 
＊＊＊40-44 歳: 25-29歳の階層に対して p<0.01 
 
  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
n 66 241 173 141 98 81 67 28 19 5 1
平均 0.000 0.083 0.029 0.051 0.104 0.026 0.116 0.136 0.226 0.020 0.000

標準偏差 0.000 0.071 0.156 0.199 0.301 0.101 0.315 0.481 0.495 0.045 0.000
最大 0.00 1.00 1.40 1.30 1.70 0.70 1.80 2.50 1.90 0.10 0.00
75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0.05 0
中央値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



放射線技師 
 
性別による内訳 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
年齢階層別による内訳

 

 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
n 8 40 26 25 14 17 14 7 6 6
平均 0.713 0.453 0.435 0.576 0.164 0.488 0.350 0.286 0.200 0.867

標準偏差 0.387 0.622 0.705 0.751 0.198 0.813 0.662 0.478 0.400 1.289
最大 1.20 2.20 2.30 2.80 0.50 3.10 2.30 1.20 1.00 3.30
75% 1.15 0.50 0.48 1.00 0.28 0.65 0.45 0.70 0.40 1.73
中央値 0.60 0.25 0.10 0.30 0.10 0.10 0.00 0 0 0.35
25% 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
最小 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女性 男性
n 33 130
平均 0.409 0.461

標準偏差 0.778 0.646
最大 3.10 3.30
75% 0.35 0.60
中央値 0 0.20
25% 0 0
最小 0 0
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１．研究の目的，意義及び研究の科学的合理性の根拠 

医療における放射線利用は、患者の診断・治療のために不可欠な診療行為の一つとなってい

るが、同時に被ばくに伴うリスクも生じる。医療における放射線被ばくのリスクは患者のみ

でなく、放射線を取り扱う医師・技師・看護師などの医療関係者にも存在するが、患者の被

ばくリスクに比べて、その検討は極めて少ない。医療関係者の被ばくは職業被ばくに分類さ

れ、法令に基づき線量限度が定められ管理されているが、どのような医療行為・職種が高い

職業被ばくに結びついているかについては、定量的な研究はほとんど無く、現状の把握が極

めて不十分である。2020年には電離則の改定に伴い、水晶体の線量限度の引き下げが予定さ

れており、これに伴って、被ばく低減の対策が必要となっているが、そのためには現状の把

握が必須である。これらの背景に基づいて、本研究では病院における職業被ばくの現状を把

握し、職業被ばくの増減に影響を与える要因を同定することを目的とする。 

 

２．研究の方法及び期間 

1）研究者 

 研究責任者 

長崎大学 原爆後障害医療研究所 アイソトープ診断治療学研究分野 

 教授 工藤 崇 

研究分担者 

原爆後障害医療研究所 国際保健医療福祉学研究分野 教授 高村 昇 

原爆後障害医療研究所 放射線生物・防護学分野 教授 松田尚樹 

 広島大学 医歯薬保健学研究科 放射線診断学 粟井和夫 

 福島県立医科大学 放射線医学講座 伊藤 浩 

 福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター先端臨床研究センター 織内 昇 

 

2）研究期間 

  倫理委員会承認後～2022 年 3 月 31 日 

 

3）症例数 

     約 1500 名（1施設あたり約 500 例、参加施設数により増減する） 

 

4）解析・評価方法 

本研究は後ろ向き研究であり、侵襲はなく、治療介入は行わない。 

既存の情報のみを用いる。方法は以下の通りである。 

  

   【方法】 

2016年度～2018年度の計36か月における長崎大学病院（および研究協力施設の医療従事者）

のうち、放射線取扱業務従事者として個人線量計で線量が管理されている正規職員（派遣職

員は除く）について、年齢・性別・職種（医師・技師・看護師等）・所属部署（放射線科・整

形外科等）・主な放射線取扱業務（透視業務・血管造影等）、該当期間の毎月の被ばく線量（胸

部。頭部の測定が行われている場合は頭部も）の情報を収集。各職員には連結可能匿名化ID

を振り分けた上で、被ばく量を従属変数、それ以外を独立変数として、どのような因子が被

ばく量の増減に影響を与えているかを検討する。 

年齢・性別・所属部署・線量については、放射線取扱者の既存の個人線量計の管理データの



保管が法令により義務づけられているため、これより抽出を行う。 

職種については、職員録より抽出を行う。放射線取扱業務の種類については放射線を取り扱

う管理区域の入室記録・管理区域において行われた検査の検査記録より抽出を行うことで、

既存データ以外の新たなデータ収集は行わない。 

これらのデータについて下記表のごとく、職員番号（ないしは個人線量計管理ID）をキーと

した原票を作成する。 

職員番号 年齢 性別 職種 所属 業務 線量 

12345678 54 M 医師 放射線科 核医学 1.2μSv 

87654321 41 F 技師 放射線部 血管造影 0.5μSv 

。。。。 。。。。      

 

一方、それとは別に、職員番号と匿名化IDの対応表を作成する。個人の同定を防ぐため、年

齢は5年区切りの単位に変換する。 

職員番号 匿名化ID 年齢 

12345678 NG-00001 51-55 

87654321 NG-00002 41-45 

 

最終的に、職員番号を匿名化IDに置き換えたデータ表を下記のように作成する。 

匿名化ID 年齢 性別 職種 所属 業務 線量 

NG-00001 51-55 M 医師 放射線科 核医学 1.2μSv 

NG-00002 41-45 F 技師 放射線部 血管造影 0.5μSv 

。。。。 。。。。      

 

原票、および対応表は、ハードウエア暗号化USBメモリーの中に保存した上で、鍵のかかる

保管庫の中に保存して、解析には利用しない。 

データ表を用いて、線量を従属変数、それ以外の変数を独立変数とした回帰分析、および多

変量解析を行うことで、線量の増減に影響を与える因子を抽出する。 

 

３．研究対象者の選定方針 

長崎大学病院および研究協力施設の個人線量計で管理されているすべての放射線取扱従事

者を対象とする。 

研究施設・研究協力施設は長崎大学・広島大学・福島県立医科大学。 

今後追加も考えられるため、追加の場合は随時倫理審査にて追加申請を行う。 

各施設ごとに約500名。計約1500名（参加施設の追加、参加施設内の放射線取扱従事者数に

より増減する）。 

 

４．インフォームド・コンセントの方法 

本研究は既存情報を用いる後ろ向き観察研究である。研究の概要を長崎大学医歯薬学総合

研究科ホームページに公開し、研究対象者等が情報等を研究に使用されることについて拒否

できる機会を保障する。研究対象者等より情報の利用拒否の申し出があった場合はその旨を

記録に残し、その研究対象者の研究に関する情報は解析対象からはずす。 

得られた情報は当該研究の解析及び成果発表以外の目的で使用しない。 

調査資料等は、研究期間の終了まで管理・保存する。データや情報を保存した電子媒体、電



子機器類はパスワードで保護するとともに、情報交換プログラムのインストールを禁止し、

情報の漏洩を防止する。データはキャビネットなどの施錠可能な場所に保管し、情報漏洩に

ついては十分配慮する。研究期間終了後には、個人情報に関わるデータ等のすべての情報は、

コンピューター上のデータは復元できないような状態で完全に消去し、その他の資料は細か

く裁断の上、廃棄する。 

 

５．個人情報等の保護の方法（匿名化する場合にはその方法を含む。） 

本研究に関わる関係者は、研究対象者の個人情報保護について、適用される法令、条例を遵

守する。また研究関係者は、研究対象者の個人情報およびプライバシー保護に最大限の努力

を払い、本研究を行う上で知り得た個人情報を正当な理由なく漏らさない。研究関係者がそ

の職を退いた後も同様とする。 

また、研究結果を公表する際は個人情報を含まないように十分配慮する。 

個人情報を含むデータ原票、および対応表は、ハードウエア暗号化USBメモリーの中に保存

した上で、鍵のかかる保管庫の中に保存して、解析には利用しない。USBのパスワード、およ

び保管庫の鍵については、原爆後障害医療研究所の原研情報室で保管し、情報管理者は本研

究の研究責任者および研究分担者は管理しない。研究期間中、質問紙を含むすべての資料は

施錠可能な場所に保管する。鍵は情報管理者が保管し、管理する。情報の保護に細心の注意

を払い、調査情報を処理するコンピューター及ファイルのパスワードを設定し、研究関係者

以外のアクセスを制限する。また、ファイル交換プログラム導入禁止等情報漏洩の危険性を

可逆的に排除し、情報を適切に管理する。 

 

６．倫理的問題点等  

本研究はヘルシンキ宣言、及び、文部科学省・厚生労働省による「人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針」に準拠して実施するが，倫理的問題点として、個人情報を用いて分析

を行うため、個人のプライバシーを侵す危険性がある。このため、対象者の研究参加に伴う

危険・不利益から可能な限り保護するために、長崎大学医歯薬学総合研究科ホームページに

て、研究内容の公表を行い、同意撤回の機会の保障、個人情報の保護に努める。 

 

７．予測されるリスク及び利益，これらの総合的評価並びに当該負担及びリスクを最小化する

対策 

倫理的問題点として、個人情報を用いて分析を行うため、個人のプライバシーを侵す危険性

がある。このため、データの解析はすべて匿名化IDに置き換えられたデータで行い、本研究

で得られるいかなる個人情報も本研究以外の目的には用いない。すべての情報を記録したコ

ンピューターのパスワード保護、ファイル交換プログラム導入禁止等情報漏洩の危険性を可

及的に排除し、情報を適切に管理する。 

 

８．研究等の期間及び当該期間終了後の試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む。）

の保管及び廃棄の方法 

個人情報を含むデータ原票、および対応表は、ハードウエア暗号化USBメモリーの中に保存

した上で、鍵のかかる保管庫の中に保管する。USBのパスワード、および保管庫の鍵について

は、原爆後障害医療研究所の原研情報室で保管し、研究責任者の責任のもと、研究期間の終

了まで管理・保存する。個人情報を含まないデータや情報を保存した電子媒体、電子機器類

についてもパスワードで保護するとともに、情報交換プログラムのインストールを禁止し、



情報の漏洩を防止する。これらの手段によって、情報漏洩については十分配慮する。研究期

間終了後には、個人情報に関わる記録データ等のすべての情報は、コンピューター上のデー

タは復元できないような状態で完全に消去し、その他の資料は細かく裁断の上、廃棄する。 

 

９．研究の資金源等，研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等，研究者等の研究に係る

利益相反に関する状況 

本研究の資金源には厚生労働省「労災疾病臨床研究事業費補助金」を用いる。本研究課題に

かかる利益相反事項は生じない。 

 

10. 研究に関する情報公開の方法及び研究結果の帰属 

  ・ 研究の概要及び結果の登録について（介入を行う研究が対象） 

    該当なし 

・ 研究成果の公表方法，方針及び帰属について（全ての研究が対象） 

長崎大学 原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療学研究分野の学術成果とし

て公表する。 

また、本研究は厚生労働省「労災疾病臨床研究事業費補助金」の班研究「放射線業務

従事医療関係者の職業被ばく実態調査と被ばく低減対策研究」として行われるため、厚

生労働省への報告書の形でも公表される。 

 

11. 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

  本研究に関する相談等のために，以下の連絡先を情報公開文書に記載する。 

   

問い合わせ先： 

〒852-8523 長崎市 坂本１丁目12-4 

長崎大学原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療学研究分野 

教授 工藤 崇 (研究責任者) 

電話０９５－８１９－７１０１  

    

 

12. 研究対象者等に経済的負担又は謝礼について 

  なし 

 

13. 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の場合には，重篤な有害事象が発生した際の対応 

   侵襲・介入を伴わないため、該当なし 

 

14. 侵襲を伴う研究の場合には，当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びそ

の内容 

   侵襲・介入を伴わないため、該当なし 

 

15. モニタリング及び監査の方法 

 侵襲・介入を伴わないため、なし 

 



  

 
 

労災疾病臨床研究事業費補助金 
分担研究報告書 

 
     2）医療機関における放射線業務従事者の管理・教育・研修状況に関する研究 

 
研究分担者 伊藤 浩 福島県立医科大学 医学部 教授 

研究分担者 織内 昇 福島県立医科大学 先端臨床研究センター 教授 
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研究要旨 
【目的】職業被ばくのうち、年間平均線量限度である 20mSv/年を超えるものの大多数

は医療関係者の被ばくである。さらに、ICRP の勧告で水晶体被ばくの線量限度を 5 年

間で 100，1 年間で 50mSv を超えないように引き下げることが提唱され、本邦でもこ

れに従った電離放射線障害防止規則（電離則）改正が行われた。一方、医療施設にお

ける医療行為に伴う被ばくの管理実態の把握は十分ではなく、管理の不徹底が、水晶

体被ばくをはじめとする医療者の被ばくの低減を妨げる可能性が否定できない。本研

究では管理の現状把握を目的とする。【方法】放射線を用いる業務を行っている医療施

設における放射線管理および教育研修の実態を把握するために、Web アンケートの手

法を用いた情報収集を行った。対象は日本医学放射線学会指定の教育研修施設（895
施設）。令和元年度のフィージビリティ調査で作成したアンケートを用い令和 3 年 2 月

にアンケートを完了した。【結果】アンケート対象施設のうち 336 施設より回答が得ら

れた（回答率＝37.5％）。病院の種類としては、大学病院＝16%, 総合病院=73％, 専門

病院=4%, その他＝6％と総合病院が大多数を占めた。病院規模では 600 床以上=27%, 
600-400 床=38%, 400-200 床=31%, 200-50 床=4%の分布であった。ほとんどの施設で

被ばく線量の管理は行われていたが、委員会等の組織への報告が定期的に行われてい

ない施設が 30％、高線量が確認された場合に測定メーカーからの迅速報告を行う措置

を行っていない施設が 33%存在した。線量限度を超える可能性のある従事者が 1 名以

上いる施設が 21％存在したが、実際に超えた施設は 6%に止まった。フィルムバッジ

をつけていない可能性のある従事者が存在する可能性が高い科（20%以上）は整形外

科と消化器外科であった。放射線防護眼鏡が十分に配備されている施設は 40%にとど

まり、特に手術室においての配備率が不良であった。水晶体専用の測定装置の利用率

は 15%にとどまっていた。内視鏡室への放射線技師の配備について、規模の大きい病

院ほど配備状況が悪いという特異な傾向が見いだされた。【考察】多くの施設で良好な

管理状況にあると思われたが、水晶体に特化した線量測定は不十分な状況であり、水

晶体被爆を防ぐための防護眼鏡の普及も不十分と考えられる。水晶体線量の線量限度

遵守のために、水晶体の線量測定と防護眼鏡の普及が必須と考えられる。 
 



Ａ．研究目的 
職業被ばくのうち、年間平均線量限度で

ある 20mSv/年を超えるものの大多数は医

療関係者の被ばくである。特に、水晶体被ば

くについては、令和 3 年度の電離放射線障

害防止規則（電離則）改正により、線量限度

が 5 年間で 100mSv，1 年間で 50mSv を超

えない、と大幅に引き下げられた。この線量

限度は医療現場の実態からはかなり厳しい

線量限度で有り、米国では対応困難として

法令の改正が行われていない。本邦におい

ても引き下げのためには実態の把握と、線

量の管理、防護措置の充実が必要であるが、

実態としての管理状況が、線量限度の引き

下げに対応できる状況であるかは明らかで

ない。水晶体線量の低減のためには実態把

握のための線量測定、低減のための防護眼

鏡の利用などの対応が必要であるが、この

よう対応が十分にとられているとは言いが

たく、その基礎となる放射線利用・被ばくの

管理・研修が十分に行われているかを把握

する必要がある。今回の研究の目的は、大規

模なアンケート調査によって、医療現場に

おける放射線業務従事者の管理の状況を把

握することを目的とする。令和 2 年度は、

令和 1 年度のフィージビリティ調査で作成

されたアンケートを利用して実際の施設に

対して調査を実行した。 
 
Ｂ．研究方法 
アンケートはWebアンケートの形式をと

った。これは回答の簡便性を高くし、回収率

を向上させることが目的である。アンケー

ト調査の内容については、同一研究事業補

助を受けている別研究班（細野班）において

作成されたアンケート項目を共有したが、

Web アンケートであることを考慮して主に

管理状況の調査項目に回答数を絞り込んだ。

質問項目は、医療機関のタイプ・規模などの

「基本事項」・放射線業務従事者の被ばく線

量管理の実態・方法などの「従事者管理」、

研修受講率などの「研修・指導」、放射線防

護具・防護眼鏡の配布状況・量などの「作業

環境」、の項目について、48 問の設問を設け

た。実際のアンケートについては、別紙の通

りの内容である。対象者は日本医学放射線

学会の教育研修施設（放射線科専門医修練

機関および同総合修練機関）895 施設とし

た。日本医学放射線学会の理事会での許可

の後、令和 3 年 1 月 17 日より 2 月 15 日に

かけて Web 上でアンケートを行った。アン

ケートの質問項目が多いことを考慮して、

事前にデータ確認が出来るように、すべて

の対象施設に対して、同一質問内容をpdf化
したものを事前に郵送した。 
 
（倫理面への配慮） 

長崎大学医歯薬学総合研究科において倫

理審査を受け、承認を得た（許可番

号:20082802）。侵襲を伴う研究ではないが、

アンケートの第一問を施設名称の入力欄と

し、この入力を持って同意とする形式をと

った。個人情報の収集は行っていない。 
 
Ｃ．研究結果 
最終結果の全データは別紙の通りである。 

 
1）回収率 

アンケート対象施設のうち 336 施設より

回答が得られた（回答率＝37.5％）。 



2）基本事項 
病院の種別、規模は表の通りである。 
病院の種類としては、大学病院＝16%, 総

合病院=73％, 専門病院=4%, その他＝6％
と総合病院が大多数を占めた。 
病院規模では 600 床以上=27%, 600-400 床

=38%, 400-200 床=31%, 200-50 床=4%の

分布であり、600 床以上～200 床の間にほ

ぼ均等に分布していた。 
 
3）従事者管理 

ほとんどの施設で被ばく線量の管理は行

われていたが 2％（7 施設）のみ行われてい

なかった。 
被ばく線量の管理はほとんどの施設（300

施設：91.2％）で診療放射線技師によって行

われていた。 
委員会等の組織への報告が定期的に行わ

れていない施設が 30％（101 施設）存在し

た。測定結果の報告は、多くの施設（202 施

設：86.0％）で放射線安全を担当する委員会

へと報告されていた。 
高線量が確認された場合に測定メーカー

からの迅速報告を行う措置を行っている施

設は 2/3（225 施設：67.0％）いない施設が

1/3（111 施設：33.0％）であり、迅速報告

の方法は FAX が 66.7％（150 施設）と主流

であった。 

被ばく量の多い従事者への注意喚起はほ

とんどの施設で行われており（321 施設：

95.5％）、その手法は直接の口頭での注意喚

起が大多数であった（258 施設：80％2）。 
放射線診療従事者数は最大 1500 名、最小

9 名、中央値 167 名、と極めて大きな幅に

分布した。 
被ばく管理は、医師については全員管理

が 35.4% (119 施設)、管理区域立ち入り頻

度による場合が 58.9% (198 施設)、被ばく

線量による場合が 1.8% (6 施設)、その他が

3.9% (13 施設) であった。研修医について

は全員管理が 62.5% (210 施設)、管理区域

立ち入り頻度による場合が 28.0% (94 施設)、
被ばく線量による場合が 3.0% (10 施設)、
その他が 6.5% (22 施設) と医師よりも全員

管理が多くなる傾向が見られた。放射線技

師については全員管理が 98.5% (331施設)、
管理区域立ち入り頻度による場合が 0.6% 
(2 施設)、被ばく線量による場合が 0.9% (3
施設)、その他は 0 で、全員管理がほとんど

であった。看護師については全員管理が

21.4% (72 施設)、管理区域立ち入り頻度に

よる場合が 72.3% (243 施設)、被ばく線量

による場合が 2.7% (9 施設)、その他が 3.6% 
(12 施設) であり、医師と似た傾向であった。

その他の職員については全員管理が 17.9% 
(60 施設)、管理区域立ち入り頻度による場

>600 600-400 400-200 200-50 <50 合計

大学病院 45 6 2 0 0 53
総合病院 15 111 84 7 0 217
専門病院 1 5 8 0 1 15
その他 0 5 10 6 0 21
合計 61 127 104 13 1



合が 65.2% (219 施設)、被ばく線量による

場合が 7.1% (24 施設)、その他が 9.8% (33
施設) であった。 

線量限度を超える可能性のある従事者が

1 名以上いる施設が 21％（71 施設）、その

うち 1 施設は 11 名以上存在するという回

答であった。線量限度を超える恐れのある

従事者に対する措置は 68.2% (229施設) で
定められていたが、その多くは注意喚起で

あり(212 施設：92.6%)であり、業務変更は

29.7% (68 施設)、部署異動は 2.2% (5 施設)
にとどまった。これらの措置が実際に行わ

れた施設は 28.6% (96 施設)にとどまってい

た。一方で、過去 3 年間に線量限度を実際

に超えた従事者がいた施設が 6%（20 施設）

に止まっていた。 
従事者管理は大多数の施設（69%:234 施

設）で放射線部門の放射線技師によって行

われており、放射線管理を行う専門部門が

存在する施設は 17％（57 施設）に限られた。 
 
4）研修・指導 

フィルムバッジをつけていない可能性の

ある従事者が存在する可能性について科毎

に分けて質問したところ、結果は別表の通

りであった。いる可能性があると回答した

施設が 20%以上であった科は整形外科と消

化器外科。15％以上であった科は消化器内

科、その他の内科、小児科。10％以上であ

った科は循環器内科、心臓外科、脳外科、泌

尿器科であった。放射線科、技師については

5%未満であった。 
研修の受講率を高めるための方策として

は、 e-learning が最も利用されていた

（66%;165 施設）。放射線測定器を着用して

いない従事者への着用促しについては、促

していないとする施設が 8％（27 施設）存

在した。その理由として最も多かったのは、

医師に対しての指示は言いづらいとの理由

であった（55％：100 施設）。一方、日本医

学放射線学会の研修施設であることを反映

して、29％（96 施設）では、100%の着用率

という回答が得られた。 
 
5）作業環境 
水晶体専用の測定装置の利用率は 15%に

とどまっていた。 
放射線防護眼鏡が十分に配備されている

施設は 40%にとどまり、特に手術室におい

ての配備率が不良であった。施設規模との

関連では、血管造影室および内視鏡室への

防護眼鏡配備が小規模な病院ほど不良にな

る傾向が見られた。 
興味深い結果として、施設規模が大きい

ほど、内視鏡室への放射線技師配備率が悪

いというデータが得られた。他の業務種に

ついては放射線技師配備率と施設規模の間

に関連性は存在せず、特異的な現象であっ

た。 
 
Ｄ．考察 
対象施設の約 1／3 より回答を得ること

が出来た。率としては低い値であるが、デー

タ数としては 336 施設と多数の施設よりの

データが得られたものとおもわれる。また、

施設サイズとしても、600床以上が27.1%、

600-400床が37.8%、400床-200床が31.0％
と比較的均等なデータ分布であり、あまり

偏りのないデータが得られたと考える。200
床未満のデータが 3.9％と少ないが、これに

ついては、対象とした施設が日本医学放射

線学会の教育研修施設であるため、ある程



度の規模が必要であることが想定され、対

象群の性格を反映しているものと思われる。 
被ばくの管理については、ほとんどの施

設において診療放射線技師が管理している

状況であった。また,管理部署も 69.3％の施

設で放射線部門（診療放射線技師）であっ

た。事務局とする施設も 17.9%存在する。

管理を専門に行う部署は 83％の施設で存

在しておらず、管理体制の充実のためには

専門部所の設置が望ましいと思われるが、

現在の医療経済環境で、それが現実的であ

るかは明らかでない。 
線量超過に対応するための対策として、

線量が高い場合のメーカー寄りの迅速措置

を講じている施設が 67％であるが、その

2/3 がファックスの利用であり、電子的手法

の利用が低いことが伺われた。 
被ばく線量が高い従事者に対する注意喚

起はほとんどの施設で行われており、管理

は良好と考えられたが、一方で、放射線測定

器を着用していない従事者に対する着用促

しを頻繁に行っていない施設が半数以上

（53.2%）に上っており、その理由が医師に

は言いづらい（55.3%）、他部署の方には言

いづらい（36.3％）が主であることから、被

ばく管理を診療放射線技師が担当している

ことに伴う、医師への促しの躊躇が伺われ、

放射線管理を医師の手で行うことにより、

放射線測定器の着用率が向上できる可能性

が示唆される。 
被ばく管理の状況は技師ではほとんどの

施設で全員管理であるが、医師、看護師では

立ち入り頻度による管理が主であった。一

方、研修医の被ばく管理は全員管理が半数

を超え、医師よりも全員管理が行われる傾

向が高い。これは研修医が若年であること

に加え、現行の研修制度では移動が多いた

め、このような対応となっている可能性が

ある。 
被ばく超過可能性のある従事者について

は、21.1%の施設で該当者の存在が示唆さ

れ、実際に線量限度を超える可能性のある

従事者に対しての措置を講じた施設は

28.6%に上っていた。一方、実際に限度を超

えた施設が 6%にとどまっていることは、可

能性のある従事者に対する措置が有効に機

能していることを示唆すると思われる。一

方、個人線量計を装着していないと想定さ

れる率が 10%以上であった科が整形外科・

消化器外科・消化器内科・その他の内科・小

児科・循環器内科・心臓外科・脳外科、泌尿

器科と多数に渡っており、これらの科にお

ける着用促しが必要であるとともに、未着

用の原因が何であるかの検討が必要と思わ

れた。 
研修については、多くの施設で受講率向

上の方策が行われており ,その多くが e-
learning（66.5%）であったが、アンケート

期間が COVID-19 の影響の強い令和 3 年 2
月であったことから、e-learning 利用に対

する抵抗が少なくなっていた可能性がある。 
放射線防護医の着用率については、放射

線科の治療・診断・核医学業務で低値であっ

たが、これは着用の必要性の低い業種であ

り、それ以外の業種ではほぼ 100%であるこ

とから、体幹部被ばくの低減に対する意識

と管理状況は高いと考えられた。一方、防護

眼鏡の着用率が 100％を超える施設はいず

れの業務でも半分満たない。特に透視業務

では 20％未満が半数を超えており、極めて

低い値であった。唯一放射線科の IVR 業務

では 6 割以上の施設（65.7%）で 100％の着



用率であり、これは対象施設が日本医学放

射線学会教育研修施設という特性によるも

のと考えられたが、このような施設であっ

ても,看護師が 100%着用出来ている施設は

3 割以下（血管造影 27.9%、透視 21.0%）と

低いものにとどまっていた。さらに、水晶体

専用の放射線測定器の利用は 15.5%と低い

値にとどまり、水晶体線量の具体的把握が

十分でないことが伺われる。防護眼鏡の配

備率も十分である施設は半数以下（血管系

IVR=40.5%, 透視を伴う内視鏡室＝42.3%, 
一般 X 線透視室=30.4%, 手術室=15.8%）と

低いものであった。血管造影室、内視鏡室へ

の配備率は小規模病院ほど不良になる傾向

があり、経済的負担が配備に影響している

可能性が否定できない。当研究班の別研究

による透視業務における水晶体線量の実測

では予想を大幅に超える水晶体線量が観察

されていることから、透視作業環境に対す

る防護眼鏡の普及が急務であることが示唆

される。 
診療放射線技師の配置率については、血

管系 IVR では良好であったが, 透視を伴う

内視鏡室一般 X 線透視室 , 手術室では

100%配置できている施設が半数以下であ

った。特に透視を伴う内視鏡室については、

規模が大きい病院ほど配置が不良となると

いう特異なパターンが認められ、これは大

規模病院では内視鏡室の作業を消化器内科

などの内視鏡を扱う科が放射線科とは離れ

て独立して運用されている傾向を反映して

いると考えられる。内視鏡室に対する放射

線管理の充実が必要と思われた。 
本アンケート調査については、同一研究

事業費補助金を得ている「細野班」でも同様

の調査が行われている。細野班では、全国の

労災病院に対しての調査が行われ、当研究

班では、日本医学放射線学会の教育研修施

設が対象で、調査対象の性格がやや異なっ

ている。細野班の対象と当班の対象は補完

的田得る可能性が高いため、細野班と共有

可能な部分については一つのデータとして

まとめた解析を行うことで、医療現場にお

ける管理・教育・研修状況の改善により役立

つ情報が得られると考えられる。令和 3 年

度以降、細野班とのデータ統合を行う協力

体制を構築していく予定である。 
 
Ｅ．結論 

Web アンケートによる医療機関における

放射線業務従事者の管理・教育・研修状況調

査を、日本医学放射線学会教育研修施設を

対象に行った。多くの施設で管理状況は良

好と考えられたが、水晶体線量の管理およ

び防護については不十分な状況が確認され

た。 
 
Ｆ．健康危険情報 
（総括研究報告書に記載） 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 
無し 
 
2．学会発表 

工藤 崇「医療被ばくとその管理：～

近年のトピックと今後の展望～」第 30

回日本心臓核医学会総会・学術大会 

2020 年 12 月 18 日 

 
 
 
 



Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む） 
1．特許取得 
無し 
 
2．実用新案登録 
無し 
 



アンケート調査：実数・％表 
Q2 医療機関のタイプをお教えください。 

 
 
Q3 病床数をお教え下さい。

 
 
Q4 病院・診療施設内のだれかが放射線診療従事者の毎月の被ばく線量を確認しています
か。 

 
 
Q5 Q4で「はい」と回答された施設の方のみへの質問です。 

確認している方の職種を教えてください。（複数回答可）

 
 
Q7 放射線診療従事者の線量の測定結果を委員会等に報告していますか？ 

 
  

単一回答 n ％

全体 (336)

1 大学病院 53 15.8

2 総合病院 247 73.5

3 循環器センターなどの専門病院 15 4.5

4 その他 21 6.3

単一回答 n ％

全体 (336)

1 600床以上 91 27.1

2 600未満400以上 127 37.8

3 400未満200以上 104 31.0

4 200未満50以上 13 3.9

5 50未満 1 0.3

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 329 97.9

2 いいえ 7 2.1

複数回答 n ％

全体 (329)

1 事務職 95 28.9

2 診療放射線技師 300 91.2

3 医師 73 22.2

4 医学物理士 8 2.4

5 その他 25 7.6

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 235 69.9

2 いいえ 101 30.1



Q8 Q7で「はい」と回答された方へ。 
報告している委員会等を教えてください。（複数回答可） 

 
 
Q9 職業被ばくの測定メーカから線量が高い場合等に迅速報告してもらう措置を講じてい
ますか。 

 
 
Q11 Q9で「はい」と回答された方へ。 

報告の方法を教えてください。（複数回答可） 

 
 
Q12 職業被ばく線量が高い従事者に対して被ばく低減を図るために注意喚起を行っていま
すか 。 

 
 
Q13 Q12 で「はい」と回答された施設の方へ。 

その措置を教えてください。（複数回答可） 

 
  

複数回答 n ％

全体 (235)

1 放射線安全を担当する委員会 202 86.0

2 労働安全を担当する委員会 48 20.4

3 病院長を含む病院の幹部会議 18 7.7

4 その他 10 4.3

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 225 67.0

2 いいえ 111 33.0

複数回答 n ％

全体 (225)

1 メール 34 15.1

2 FAX 150 66.7

3 電話 34 15.1

4 LINE等のSNS 0 0.0

5 その他 37 16.4

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 321 95.5

2 いいえ 15 4.5

複数回答 n ％

全体 (321)

1 本人に文書で注意喚起 83 25.9

2 本人に口頭で注意喚起 257 80.1

3 所属長に文書で注意喚起 44 13.7

4 所属長に口頭で注意喚起 59 18.4

5 その他 17 5.3



Q14貴施設のおおよその放射線診療従事者数を教えてください。 

 
 
Q15 放射線被ばくする可能性のある医療従事者等（管理区域にまったく立ち入らない者を
除く）の放射線診療従事者としての管理状況を教えてください。 

 
 
Q21 職業被ばくの線量限度を超える可能性のある放射線業務従事者はいますか。 

 
 
Q22 職業被ばくの線量限度を超えるおそれのある従事者に対する措置を決めていますか。 

 
 
Q23 Q22 で「はい」と回答された施設の方へ。 

措置や手順を教えて下さい。（複数回答可） 

 
  

単一回答 n ％

全体 (336)

1 いない 265 78.9

2 １～５名程度いる 70 20.8

3 ６名～１０名程度いる 0 0.0

4 １１名以上いる 1 0.3

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 229 68.2

2 いいえ 107 31.8

複数回答 n ％

全体 (229)

1 部署異動 5 2.2

2 業務変更 68 29.7

3 注意喚起 212 92.6

4 複数者による措置の理由の説明 15 6.6

5 その他 17 7.4



Q24 実際に職業被ばくの線量限度を超えるおそれのある従事者に対する措置を講じたこと
がありますか。 

 
 
Q25 過去三年間に職業被ばくの線量限度を超えた放射線業務従事者はいますか。 

 
 
Q27 放射線診療従事者の管理をしている部署等を教えてください。 

 

 
Q28 放射線管理業務を専門に行う部署がありますか。 

 
 
  

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 96 28.6

2 いいえ 240 71.4

単一回答 n ％

全体 (336)

1 いない 316 94.0

2 1～5名程度いる 19 5.7

3 6～10名程度いる 1 0.3

4 11名以上いる 0 0.0

単一回答 n ％

全体 (336)

1 事務局 60 17.9

2 放射線部門（診療放射線技師） 233 69.3

3 放射線科等（医師） 7 2.1

4 医学物理部門 0 0.0

5 決まっていない 1 0.3

6 その他 35 10.4

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 57 17.0

2 いいえ 279 83.0



Q29 下記の中で、本来個人線量計で管理されていなければならないと思われる業務に従事
していながら、フィルムバッジをつけていないと思われる部署はありますか。またその場
合、何名程度そのような従事者が推定されますか。 
 

 
Q30 放射線診療従事者研修の受講率を高めるための方策を実施していますか。 

 
 
Q31 Q30 で「はい」と回答された施設の方へ。 

方策を教えてください。（複数回答可） 

 
Q32 放射線診療従事者に対する研修では、職業被ばく線量を低減するための具体的な方策
が含まれていますか？ 

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 249 74.1

2 いいえ 87 25.9

複数回答 n ％

全体 (248)

1 複数回開催 91 36.7

2 e-Learning 165 66.5

3 資料講習 78 31.5

4 伝達講習 29 11.7

5 その他 24 9.7



 
 
Q33 放射線測定器を着用していない放射線診療従事者に対して、放射線測定器の着用を促
していますか。 

 
 
Q34 Q33 で「頻繁に促している」または「時々促している」を回答された方へ。 

促す方法を回答ください。（複数回答可） 

 
 
Q35 Q33 で「時々促している」、「まれに促している」または「促していない」を回答され
た方へ。 

頻繁に促せない理由を回答ください。（複数回答可） 

 

  

単一回答 n ％

全体 (336)

1 はい 291 86.6

2 いいえ 45 13.4

単一回答 n ％

全体 (336)

1 100%着用しているので該当事例なし 96 28.6

2 頻繁に促している 61 18.2

3 時々促している 107 31.8

4 まれに促している 45 13.4

5 促していない 27 8.0

複数回答 n ％

全体 (167)

1 研修 51 30.5

2 院内掲示 37 22.2

3 文書回覧（デジタル文書を含む） 24 14.4

4 院内会議 21 12.6

5 上司や院長からの指導 26 15.6

6 放射線安全委員会等からの指導 36 21.6

7 放射線診療従事者 個々に指導 74 44.3

8 技師長からの指導 29 17.4

9 部署担当技師からの指摘 83 49.7

10 その他 7 4.2

複数回答 n ％

全体 (179)

1 医師には言いづらい 99 55.3

2 他部署の方には言いづらい 65 36.3

3 上司には言いづらい 8 4.5

4 同僚には言いづらい 0 0.0

5 促す立場にない 10 5.6

6 その他 63 35.2



Q37 下記の放射線業務において職業被ばくを低減するための 
放射線防護衣（プロテクター）のおおよその着用率を教えてください。 

 
 
Q38 下記の放射線診療業務について職業被ばくを低減するための放射線防護眼鏡（メガ
ネ）のおおよその着用率を教えてください。 

 



Q39 放射線業務の被ばく管理のために、防護メガネの内側に着用する水晶体専用の放射線
測定器を利用していますか。 

 
 
Q41 血管系 IVR を行うすべての X 線診療室には、術者と IVR行為の介助者が着用できる
だけの防護眼鏡が配備されていますか。 

 
 
Q42 X 線装置が設置されている内視鏡室には防護眼鏡が配備されていますか。 

 

 
Q43 一般 X 線透視室には防護眼鏡が配備されていますか。 

 

 
Q44 手術室には防護眼鏡が配備されていますか。 

 

  

単一回答 n ％

全体 (336)

1 利用している 52 15.5

2 利用していない 284 84.5

単一回答 n ％

全体 (336)

1 十分ある 136 40.5

2 おおよそある 141 42.0

3 かなり足りない 53 15.8

4 まったくない 6 1.8

単一回答 n ％

全体 (336)

1 十分にある 142 42.3

2 十分ではないがある 155 46.1

3 一つもない 39 11.6

単一回答 n ％

全体 (336)

1 十分にある 102 30.4

2 十分ではないがある 183 54.5

3 一つもない 51 15.2

単一回答 n ％

全体 (336)

1 十分にある 53 15.8

2 十分ではないがある 155 46.1

3 一つもない 128 38.1



Q45 血管系 IVR に 
診療放射線技師がついているおおよその割合を教えてください。 

 
 
Q46 内視鏡室で内視鏡と X 線装置を使った検査（ERCP 等）と治療に 

診療放射線技師がついているおおよその割合を教えてください。 

 
 
Q47 血管系 IVR や内視鏡を除く一般 X 線透視室での放射線診療に 

診療放射線技師がついているおおよその割合を教えてください。 

 
 
Q48 エックス線透視を伴う手術に 

診療放射線技師がついているおおよその割合を教えてください。 

 
  

単一回答 n ％

全体 (336)

1 100% 301 89.6

2 90%以上 12 3.6

3 80%以上 7 2.1

4 60%以上 3 0.9

5 40%以上 2 0.6

6 20%以上 1 0.3

7 20%未満 10 3.0

単一回答 n ％

全体 (336)

1 100% 156 46.4

2 90%以上 33 9.8

3 80%以上 14 4.2

4 60%以上 10 3.0

5 40%以上 13 3.9

6 20%以上 9 2.7

7 20%未満 101 30.1

単一回答 n ％

全体 (336)

1 100% 161 47.9

2 90%以上 67 19.9

3 80%以上 36 10.7

4 60%以上 17 5.1

5 40%以上 18 5.4

6 20%以上 11 3.3

7 20%未満 26 7.7

単一回答 n ％

全体 (336)

1 100% 61 18.2

2 90%以上 31 9.2

3 80%以上 22 6.5

4 60%以上 19 5.7

5 40%以上 24 7.1

6 20%以上 25 7.4

7 20%未満 154 45.8



施設規模と防護眼鏡配備率の関係 
 
血管造影室における配備率 

 
 
 
 
 
 
 
 

p<0.05で有意な関連あり（小規模病院ほど配備率不良） 
 
内視鏡室における配備率 

 
 
 
 
 
 
 
 

p<0.05で有意な関連あり（小規模病院ほど配備率不良） 
 
透視室における配備率 

 
 
 
 
 
 
 
 

有意な関連なし 
 
 
 
 

十分ある
おおよそ
ある

かなり
足りない

全くない 小計

600床以上 40 41 10 1 92
600-400 53 54 17 2 126
400-200 37 42 23 2 104
200-50 4 4 3 2 13
50以下 1 0 0 0 1
小計 135 141 53 7 336

十分
十分では
ないがある

ない 小計

600床以上 37 43 11 91
600-400 63 54 9 126
400-200 40 50 14 104
200-50 2 6 5 13
50以下 0 1 0 1
小計 142 154 39 335

十分
十分では
ないがある

ない 小計

600床以上 26 54 11 91
600-400 43 67 16 126
400-200 31 52 21 104
200-50 1 9 3 13
50以下 0 1 0 1
小計 101 183 51 335



手術室における配備率 
 
 
 
 
 
 
 
 

有意な関連なし。 
 
内視鏡室における診療放射線技師配備率 

 

p<0.05で有意な関連あり（大規模病院ほど配備率が悪い） 
 
 
 

100% 90%以上 80%以上 60%以上 40%以上 20%以上 20%未満 小計
600床以上 26 12 6 2 4 6 35 91
600-400 53 14 6 4 4 1 44 126
400-200 67 5 2 3 4 2 21 104
200-50 9 2 0 0 0 0 2 13
50以下 1 0 0 0 0 0 0 1
小計 156 33 14 9 212 68 44 335

十分
十分では
ないがある

ない 小計

600床以上 13 44 34 91
600-400 21 63 42 126
400-200 17 40 47 104
200-50 1 6 6 13
50以下 0 1 0 1
小計 52 154 129 335



Q2: 医療機関のタイプ Q3: 病床数 
 

Q4:  
病院・診療施設内のだれかが放射線診療従事者の毎月の被ばく線量を確認していますか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q5: Q4で「はい」の場合。 
確認している方の職種を教えてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

大学病院

15.8%

総合病院

73.5%

循環器センターなど

の専門病院 4.5%
その他

6.3% 600床以上

27.1%

600未満

400以上

37.8%

400未満

200以上

31.0%

200未満50以上

3.9%

50未満

0.3%

はい

97.9%

いいえ

2.1%

28.9

91.2

22.2

2.4

7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事務職

診療放射線技師

医師

医学物理士

その他



Q7: 放射線診療従事者の線量の測定結果を委員会等に報告していますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q8: Q7で「はい」の場合；報告している委員会等。複数回答可） 
 
 
 
 
 
 

 
Q9:職業被ばくの測定メーカから線量が高い場合等に 
迅速報告してもらう措置を講じていますか。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q10: Q9 で「はい」の場合；報告の方法 

 
 
 

はい

67.0%

いいえ

33.0%

15.1

66.7

15.1

0.0

16.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

メール

FAX

電話

LINE等のSNS

その他

はい

69.9%

いいえ

30.1%

86.0

20.4

7.7

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

放射線安全を担当する委員会

労働安全を担当する委員会

病院長を含む病院の幹部会議

その他



Q12: 職業被ばく線量が高い従事者に対する、注意喚起を行っているか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q13: Q12が「はい」の場合：注意喚起の方法 
 
 
 
 
 
 
 

Q15: 放射線被ばくする可能性のある医療従事者等（管理区域にまったく立ち入らない者
を除く）の放射線診療従事者としての管理状況を教えてください。 

25.9

80.1

13.7

18.4

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人に文書で注意喚起

本人に口頭で注意喚起

所属長に文書で注意喚起

所属長に口頭で注意喚起

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師（研修医除く）

研修医

放射線技師

看護師

その他

全員管理 管理区域に立ち入る頻度による
被ばく線量による その他

はい

95.5%

いいえ

4.5%



線量限度超過可能性 
 
Q21:線量限度を超える可能性のある Q22: 線量限度を超える可能性のある 

従事者数 従事者に対する措置をきめているか。 
 

 
 
 
Q23: Q22で「はい」の場合：その措置・手順 

 
 
 
 
 
 

 
  

いない

78.9%

１～５名程度いる

20.8%

６名～１０名程

度いる 0.0%

１１名以上いる

0.3%

はい

68.2%

いいえ

31.8%

2.2

29.7

92.6

6.6

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

部署異動

業務変更

注意喚起

複数者による措置の理由の説明

その他



 線量限度超過 
Q24: 実際に線量限度を超える Q25: 過去三年間に 

可能性のある従事者に対して 職業被爆の線量限度を超えた 
措置を講じたことがあるか 業務従事者数 

 
診療従事者管理 

Q27: 放射線診療従事者の管理部署 Q28: 放射線管理業務を専門に行う部署が 
 あるか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

はい

28.6

%

いいえ

71.4%

いない

94.0%

1～5名程度いる

5.7%

6～10名程度いる

0.3%

11名以上いる

0.0%

事務局

17.9%

放射線部門（診療放射線技師）

69.3%

放射線科等

（医師）

2.1%

医学物理部門

0.0%

決まっていない

0.3%
その他 10.4%

はい

17.0%

いいえ

83.0%



個人線量計着用状況 
 
Q29: 本来個人線量計で管理されていなければならないと思われる業務に従事していなが
ら、フィルムバッジをつけていないと思われる部署はありますか。またその場合、何名程度
そのような従事者が推定されますか。 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

放射線診断医（IVR， 核医学を含む）

放射線治療医

循環器内科医

心臓外科医

脳外科医

整形外科医

消化器外科医

消化器内科医

泌尿器科医

小児科医

その他の内科＋外科

放射線業務に従事する看護師

放射線技師

いない 1～2名いる 3～5名いる 6名以上いる



研修 
Q30: 放射線診療従事者研修の受講率を 
高めるための方策を実施しているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q31: Q30で「はい」の場合：その方策は 

 
[Q32]放射線診療従事者に対する研修では、職業被ばく線量を低減するための具体的な方策
が含まれていますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

はい

74.1%

いいえ

25.9%

36.7

66.5

31.5

11.7

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

複数回開催

e-Learning

資料講習

伝達講習

その他

はい

86.6%

いいえ

13.4%



Q33: 放射線測定器を着用していない放射線診療従事者に対して 
放射線測定器の着用を促していますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q34: Q33で「頻繁に促している」または「時々促している」の場合。促す方法は 
（複数回答可） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q35: Q33で「時々促している」、「まれに促している」または「促していない」の場合 
 頻繁に促せない理由は。（複数回答可） 

100%着用しているので

該当事例なし 28.6%

頻繁に促している 18.2%

時々促している 31.8%

まれに促している 13.4%

促していない 8.0%

30.5

22.2

14.4

12.6

15.6

21.6

44.3

17.4

49.7

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修

院内掲示

文書回覧（デジタル文書を含む）

院内会議

上司や院長からの指導

放射線安全委員会等からの指導

放射線診療従事者 個々に指導

技師長からの指導

部署担当技師からの指摘

その他

55.3

36.3

4.5

0.0

5.6

35.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師には言いづらい

他部署の方には言いづらい

上司には言いづらい

同僚には言いづらい

促す立場にない

その他



Q36: 放射線診療従事者の放射線測定器の着用状況を把握していますか。(複数回答可) 

  

31.8

55.7

40.5

7.1

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

院内組織（放射線安全委員会等）は把握している

放射線診療従事者の管理担当部署は把握している。

一緒に業務する他の医療従事者は把握している。

誰も把握していない。

その他



Q37：職業被ばくを低減するための放射線防護衣のおおよその着用率。 

 
 

 
 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

放射線科医 IVR業務

放射線科医 治療業務

放射線科医 診断業務

放射線科医 核医学業務

心臓外科・循環器医 血管造影業務

脳神経内科・外科 血管造影業務

消化器内科・外科 透視業務

整形外科 透視業務

泌尿器科 透視業務

小児科 透視業務

看護師 血管造影業務

看護師 透視業務

100% 80%以上 60%以上 40%以上 20%以上 20%未満



Q38：職業被ばくを低減するための放射線防護眼鏡のおおよその着用率。 

 
 

 
 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

放射線科医 IVR業務

放射線科医 治療業務

放射線科医 診断業務

放射線科医 核医学業務

心臓外科・循環器医 血管造影業務

脳神経内科・外科 血管造影業務

消化器内科・外科 透視業務

整形外科 透視業務

泌尿器科 透視業務

小児科 透視業務

看護師 血管造影業務

看護師 透視業務

100% 80%以上 60%以上 40%以上 20%以上 20%未満



Q39:水晶体専用の放射線測定器を 
利用していますか。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

防護眼鏡の配備状況 
Q41：血管系 IVRを行う X 線診療室 Q42: X線装置が設置されている内視鏡室  

  
Q43: 一般 X線透視室 Q44: 手術室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用している

15.5%

利用していない

84.5%

十分ある

40.5%

おおよそある

42.0%

かなり足りない

15.8%

まったくない 1.8%

十分にある

42.3%

十分ではないがある

46.1%

一つもない 11.6%

十分にある

30.4%

十分ではないがある

54.5%

一つもない

15.2%

十分にある

15.8%

十分ではないがある

46.1%

一つもない

38.1%



診療放射線技師の配置率 
 

[Q45]血管系 IVR Q46: 内視鏡室（X 線装置を使った検査と治療） 
  

 
 
 
 
Q47: 一般 X線透視室 Q48: X線透視を伴う手術 

 
 

100%

89.6%

90%以上

3.6%

80%以上

2.1%

60%以上

0.9%

40%以上

0.6%
20%以上

0.3% 20%未満

3.0%

100%

46.4%

90%以上

9.8%

80%以上

4.2%

60%以上

3.0%

40%以上

3.9%

20%以上

2.7%

20%未満

30.1%

100%

47.9%

90%以上

19.9%80%以上

10.7%

60%以上

5.1%

40%以上

5.4%

20%以上 3.3%
20%未満

7.7%

100%

18.2%

90%以上

9.2%

80%以上

6.5%
60%以上

5.7%
40%以上

7.1%

20%以上

7.4%

20%未満

45.8%



本アンケートは厚生労働省 労災疾病臨床研究事業「放射線業務従事医療関係者の職業被ばく実

態調査と被ばく低減対策研究」に基づき、医療関係者の被ばく実態とその管理実態の調査研究の

一貫として行われるものです。データは研究用として用いられ、法的な規制・処罰などに用いら

れることはありません。本アンケートの記載内容が回答者・施設の不利益になることはありませ

んので、正直にお答えください。  

 

本アンケートの研究責任者は長崎大学原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療学研究分野 

工藤 崇です。 

本アンケートの調査対象は医療法の管理対象となる医療施設における放射線診療従事者です。 

動物実験施設などにおける放射線を用いる研究者は含みません。 

 

アンケートの設問は、Q1 - Q48までとなります。 

（選択肢の番号は、Web上ではチェックボタンになります） 

Web上では、回答によっては、自動的に質問番号が省略される場所があります。 

本PDFでは四角囲みの問題として示しております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

Q1：以下に施設名・施設回答者の役職名（放射線科部長・等）をご記入ください。 

記入を持って、ご協力の同意が確認できたものといたします。 

施設名     （                    ） 

施設回答者役職名（                    ） 

 

Q2：医療機関のタイプをお教えください。 

① 大学病院 ② 総合病院 ③ 循環器センターなどの専門病院 

④ その他（                              ） 

 

Q3：病床数はどの範囲ですか。 

① 600床以上 ② 600未満400以上 ③ 400未満200以上 ④ 200未満50以上 

⑤ 50未満 

 

Q4：病院・診療施設内のだれかが放射線診療従事者の毎月の被ばく線量を確認していますか？ 

① はい  → Q5, Q6を記載ください。それからQ7へ 

② いいえ → Q7へ 

 

Q5：Q4で「はい」と回答された施設の方のみへの質問です。 

確認している方の職種を教えてください（複数回答可） 

① 事務職  ② 診療放射線技師  ③ 医師   ④ 医学物理士  

⑤ その他（                                    ） 

 

Q6：Q4で「はい」と回答された施設の方のみへの質問です。 

確認している方の職位（教授、技師長、主任、部長、等）を教えてください（複数回答可） 

職位：（自由記載                        ） 

  



Q7：放射線診療従事者の線量の測定結果を委員会等に報告していますか？ 

① はい   → Q8を記載ください。それからQ9へ 

② いいえ → Q9へ 

 

Q8：Q7で「はい」と回答された方へ。報告している委員会等を教えてください。 

（複数回答可） 

① 放射線安全を担当する委員会 ② 労働安全を担当する委員会  

③ 病院長を含む病院の幹部会議 ④ その他（                   ） 

 

Q9：職業被ばくの測定メーカから線量が高い場合等に迅速報告してもらう措置を講じていますか 

① はい   → Q10、Q11を記載ください。それからQ12へ 

② いいえ → Q12へ 

 

Q10：Q9で「はい」と回答された方へ。その基準を教えてください。 

（実効線量何mSv以上の場合、等）（複数記述可） 

（自由記載                                 

                                     ） 

 

Q11：Q9で「はい」と回答された方へ。報告の方法を教えてください。（複数回答可） 

① メール   ② FAX   ③ 電話   ④ LINE等のSNS 

⑤ その他（                              ） 

 

Q12：職業被ばく線量が高い従事者に対して被ばく低減を図るために注意喚起を行っていますか 

① はい   → Q13を記載ください。それからQ14へ 

② いいえ   → Q14へ 

 

Q13：Q12で「はい」と回答された施設の方へ。その措置を教えてください。（複数回答可） 

① 本人に文書で注意喚起    ② 本人に口頭で注意喚起   

③ 所属長に文書で注意喚起   ④ 所属長に口頭で注意喚起  

⑤ その他（                                 ） 

 

Q14：貴施設のおおよその放射線診療従事者数を教えてください。  

（       ）人 

  



Q15：放射線被ばくする可能性のある医療従事者等（管理区域にまったく立ち入らない者を除く）

の放射線診療従事者としての管理状況を教えてください。 

 全員管理 

管理区域に

立ち入る 

頻度による 

被ばく線量に

よる 
その他 

医師（研修医除く） □ □ □ □→Q16 に記載ください 

研修医 □ □ □ □→Q17 に記載ください 

放射線技師 □ □ □ □→Q18 に記載ください 

看護師 □ □ □ □→Q19 に記載ください 

その他 □ □ □ □→Q20 に記載ください 

Q16： Q15の医師（研修医除く）について、「その他」と回答された方へ。 

管理状況を教えてください。 

管理状況（自由記載                               ） 

 

Q17： Q15の研修医について、「その他」と回答された方へ。 

管理状況を教えてください。 

管理状況（自由記載                               ） 

 

Q18： Q15の診療放射線技師について、「その他」と回答された方へ。 

管理状況を教えてください。 

管理状況（自由記載                               ） 

 

Q19： Q15の看護師について、「その他」と回答された方へ。 

管理状況を教えてください。 

管理状況（自由記載                               ） 

 

Q20： Q15のその他について、「その他」と回答された方へ。 

管理状況を教えてください。 

管理状況（自由記載                               ） 

 

Q21：職業被ばくの線量限度を超える可能性のある放射線業務従事者はいますか。 

① いない   ② １～５名程度いる   ③ ６名～１０名程度いる   ④ １１名以上いる 

 

Q22：職業被ばくの線量限度を超えるおそれのある従事者に対する措置を決めていますか。 

① はい   → Q23を記載ください。それからQ24へ 

② いいえ → Q24へ 

 

Q23：Q22で「はい」と回答された施設の方へ。措置や手順を教えてください。（複数回答可） 

① 部署異動   ② 業務変更   ③ 注意喚起   ④ 複数者による措置の理由の説明 

⑤ その他（                                  ） 



Q24：実際に職業被ばくの線量限度を超えるおそれのある従事者に対する措置を講じたことがあ

りますか。 

① はい  ② いいえ 

 

Q25：過去三年間に職業被ばくの線量限度を超えた放射線業務従事者はいますか。 

① いない → Q27へ 

② １～５名程度いる  ③ ６名～１０名程度いる  ④ １１名以上いる 

②・③・④はQ26を記載ください、その後Q27へ 

 

Q26：Q25で「いない」以外の回答をされた方への質問です。 

線量限度を超えた業務従事者はどの部署でしたか。 

医師であれば科、技師・看護師・その他であれば担当部署をお答えください。 

（                                         

                                         ） 

 

Q27：放射線診療従事者の管理をしている部署等を教えてください。 

① 事務局      ② 放射線部門（診療放射線技師）  ③ 放射線科等（医師） 

④ 医学物理部門   ⑤ 決まっていない 

⑥ その他（                                 ） 

 

Q28：放射線管理業務を専門に行う部署がありますか。 

① はい   ② いいえ 

 

  



Q29：下記の中で、本来個人線量計で管理されていなければならないと思われる業務に従事して

いながら、フィルムバッジをつけていないと思われる部署はありますか。 

またその場合、何名程度そのような従事者が推定されますか。 

(※該当する部署が無い場合は、「いない」にチェックしてください。) 

 

 いない 1～2名いる 3～5名いる 6名以上いる 

放射線診断医 

（IVR，核医学を含む） 
□ □ □ □ 

放射線治療医 □ □ □ □ 

循環器内科医 □ □ □ □ 

心臓外科医 □ □ □ □ 

脳外科医 □ □ □ □ 

整形外科医 □ □ □ □ 

消化器外科医 □ □ □ □ 

消化器内科医 □ □ □ □ 

泌尿器科医 □ □ □ □ 

小児科医 □ □ □ □ 

その他の内科＋外科 □ □ □ □ 

放射線業務に従事する

看護師 
□ □ □ □ 

放射線技師 □ □ □ □ 

 

Q30：放射線診療従事者研修の受講率を高めるための方策を実施していますか。 

① はい  → Q31を記載ください。それからQ32へ 

② いいえ → Q32へ 

 

Q31：Q30で「はい」と回答された施設の方へ。方策を教えてください。（複数回答可） 

① 複数回開催    ② e-Learning    ③ 資料講習    ④ 伝達講習 

⑤ その他（                                  ） 

 

  



Q32：放射線診療従事者に対する研修では、職業被ばく線量を低減するための具体的な方策が含

まれていますか？ 

① はい  ② いいえ 

 

Q33：放射線測定器を着用していない放射線診療従事者に対して、放射線測定器の着用を促して

いますか。 

①100％着用しているので該当事例なし 

②頻繁に促している →Q34を記載ください。その後Q36へ（Q35は必要ありません） 

③時々促している  →Q34とQ35を記載ください。その後Q36へ 

④まれに促している →Q35を記載ください。その後Q36へ 

⑤促していない    →Q35を記載ください。その後Q36へ 

 

Q34：Q33で「頻繁に促している」または「時々促している」を回答された方へ。 

促す方法を回答ください（複数回答可）。 

①研修                           ②院内掲示 

③文書回覧（デジタル文書を含む） ④院内会議 

⑤上司や院長からの指導           ⑥放射線安全委員会等からの指導 

⑦放射線診療従事者個々に指導     ⑧技師長からの指導 

⑨部署担当技師からの指摘   

⑩その他（                                                 ） 

 

 

Q35：Q33で「時々促している」、「まれに促している」または「促していない」を回答された方

へ。頻繁に促せない理由を回答ください。（複数回答可）。 

①医師には言いづらい   ②他部署の方には言いづらい 

③上司には言いづらい   ④同僚には言いづらい 

⑤促す立場にない    

⑥その他（                                                 ） 

 

Q36：放射線診療従事者の放射線測定器の着用状況を把握していますか。（複数回答可） 

①院内組織（放射線安全委員会等）は把握している。 

②放射線診療従事者の管理担当部署は把握している。 

③一緒に業務する他の医療従事者は把握している。 

④誰も把握していない。 

⑤その他（                                                 ） 

 

  



Q37：下記の放射線業務において職業被ばくを低減するための放射線防護衣（プロテクター）の

おおよその着用率を教えてください。 

（※該当する業務が無い場合は、「分からない」にチェックしてください。） 

 

 

Q38：下記の放射線診療業務について職業被ばくを低減するための放射線防護眼鏡（メガネ）の

おおよその着用率を教えてください。 

（※該当する業務が無い場合は、「分からない」にチェックしてください。） 

1
0
0
%

8
0
%

以
上

6
0
％

以
上

4
0
％

以
上

2
0
％

以
上

2
0
％

未
満

分
か

ら
な

い

放射線科医 IVR業務

放射線科医 治療業務

放射線科医 診断業務

放射線科医 核医学業務

心臓外科・循環器医 血管造影業務

脳神経内科・外科 血管造影業務

消化器内科・外科 透視業務

整形外科 透視業務

泌尿器科 透視業務

小児科 透視業務

看護師 血管造影業務

看護師 透視業務
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放射線科医 IVR業務

放射線科医 治療業務

放射線科医 診断業務

放射線科医 核医学業務

心臓外科・循環器医 血管造影業務

脳神経内科・外科 血管造影業務

消化器内科・外科 透視業務

整形外科 透視業務

泌尿器科 透視業務

小児科 透視業務

看護師 血管造影業務

看護師 透視業務



Q39：放射線業務の被ばく管理のために、防護眼鏡の内側に着用する水晶体専用の放射線測定器

を利用していますか。 

① 利用していない →Q40を記載ください。その後Q41へ 

② 利用している  →Q41へ 

 

Q40：Q39で「利用している」と回答された施設の方へ質問です。 

どのような業務・条件の場合に利用していますか。 

（業務・条件：                                 ） 

 

Q41：血管系IVRを行うすべてのX線診療室には、術者とIVR行為の介助者が着用できるだけの防

護眼鏡が配備されていますか。 

① 十分ある   ② おおよそある   ③ かなり足りない   ④ まったくない 

 

Q42：X線装置が設置されている内視鏡室には防護眼鏡が配備されていますか。 

① 十分にある    ② 十分ではないがある    ③ 一つもない 

 

Q43：一般X線透視室には防護眼鏡が配備されていますか。 

① 十分にある    ② 十分ではないがある    ③ 一つもない 

 

Q44：手術室には防護眼鏡が配備されていますか。 

① 十分にある    ② 十分ではないがある    ③ 一つもない 

 

Q45：血管系IVRに診療放射線技師がついているおおよその割合を教えてください。 

① 100％ ② 90％以上 ③ 80％以上 

④ 60％以上 ⑤ 40％以上 ⑥ 20％以上 ⑦ 20％未満 

 

Q46：内視鏡室で内視鏡とX線装置を使った検査（ERCP等）と治療に診療放射線技師がついて

いるおおよその割合を教えてください。 

① 100％ ② 90％以上 ③ 80％以上 

④ 60％以上 ⑤ 40％以上 ⑥ 20％以上 ⑦ 20％未満 

 

Q47：血管系IVRや内視鏡を除く一般X線透視室での放射線診療に診療放射線技師がついている

おおよその割合を教えてください。 

① 100％ ② 90％以上 ③ 80％以上 

④ 60％以上 ⑤ 40％以上 ⑥ 20％以上 ⑦ 20％未満 

 

Q48：エックス線透視を伴う手術に診療放射線技師がついているおおよその割合を教えてくださ

い。 

① 100％ ② 90％以上 ③ 80％以上 

④ 60％以上 ⑤ 40％以上 ⑥ 20％以上 ⑦ 20％未満 

 

以上でアンケート回答は終了です。ご協力ありがとうございました。 
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１．研究の目的，意義及び研究の科学的合理性の根拠 

医療における放射線利用は、患者の診断・治療のために不可欠な診療行為の一つとなってい

るが、同時に被ばくに伴うリスクも生じる。医療における放射線被ばくのリスクは患者のみ

でなく、放射線を取り扱う医師・技師・看護師などの医療関係者にも存在するが、患者の被

ばくリスクに比べて、その検討は極めて少ない。医療関係者の被ばくは職業被ばくに分類さ

れ、法令に基づき線量限度が定められ管理されているが、管理体制や教育研修については各

施設に任されており、必ずしも統一的な基準で行われているとはいえない。このため、一部

の施設では個人線量計未装着での放射線取扱などの不適切な事例も生じていると考えられ

る。2020年には電離則の改定に伴い、水晶体の線量限度の引き下げが行われ、今後、より厳

密な管理・教育研修が必要と考えられるため、現在の実態を把握することが急務となってい

る。本研究では、放射線を取り扱う医療施設における、管理・教育研修の実態を把握するこ

とを目的とする。 

 

２．研究の方法及び期間 

1）研究者 

 研究責任者 

長崎大学 原爆後障害医療研究所 アイソトープ診断治療学研究分野 

 教授 工藤 崇 

研究分担者 

原爆後障害医療研究所 放射線生物・防護学分野 教授 松田尚樹 

 広島大学 医歯薬保健学研究科 放射線診断学 粟井和夫 

 福島県立医科大学 放射線医学講座 伊藤 浩 

 福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター先端臨床研究センター 織内 昇 

 

2）研究期間 

  倫理委員会承認後～2022年 3月 31日 

 

3）症例数 

     人を対象とはしない。施設を対象とする。約 150施設 

 

4）解析・評価方法 

本研究は人ではなく施設を対象とする。このため、個人に対する侵襲はなく、治療介入は行

わない。個人情報も収集されない 

方法は以下の通りである。 

  

   【方法】 

2020年10月に別紙の通りの内容のアンケート調査を行う。アンケートの入力については、入

力者の利便性を図るため、Web形式のアンケートフォームを利用する。 

アンケートの内容は「基本事項（施設のベッド数等）」「従事者管理（個人線量計装着率等）」

「研修（研修内容等）」「作業環境（防護具配備率等）」「その他」の大項目に分かれる。 

収集された原データは、施設名を含むデータと含まないデータに分割し、それぞれ別の暗号

化USBメモリーの中に保存した上で、鍵のかかる保管庫の中に保存する。必要な場合以外は施

設名を含まないデータを用いて、解析を行う 



集められたデータをもとに各項目の記述的統計、および各大項目間の相関関係を統計的に

求め、日本の平均的な施設における管理・教育研修の状況が適切なレベルにあるか、積雪で

ない場合は、どのような要因が不適切な状況に結びついているか（施設規模など）を検討す

る。 

 

３．研究対象者の選定方針 

日本医学放射線学会の教育研修施設を対象とする。このため、日本医学放射線学会の放射線

安全管理委員会での承認を必要とする。研究分担者の粟井和夫は令和2年度～3年度の日本医

学放射線学会・放射線安全管理委員会委員長、研究協力者の工藤崇は同委員会の委員である。 

対象は施設であり、個人ではない。 

日本医学放射線学会の教育研修施設数は約150施設である 

 

４．インフォームド・コンセントの方法 

本研究は個人情報を収集しないため、個人におけるインフォームド・コンセントは発生しな

い。 
組織としてのアンケートへの参加の意思は、アンケート入力を持って確認されたものとす

る。得られた情報は当該研究の解析及び成果発表以外の目的で使用しない。 

 
５．個人情報等の保護の方法（匿名化する場合にはその方法を含む。） 

本研究の対象は医療施設であり、本研究では個人情報は一切収集されない。 

本研究に関わる関係者は、研究対象施設の情報保護について、適用される法令、条例を遵守

する。また研究関係者は、研究対象施設の保護に最大限の努力を払い、本研究を行う上で知

り得た情報を正当な理由なく漏らさない。研究関係者がその職を退いた後も同様とする。 

収集された原データは、施設名を含むデータと含まないデータに分割し、それぞれ別の暗号

化USBメモリーの中に保存を行う。施設名を含むデータのUSBは鍵のかかる保安庫に保管し、

必要な場合以外は利用しないこととする。パスワード、および保管庫の鍵については、原爆

後障害医療研究所の原研情報室で保管し、情報管理者は本研究の研究責任者および研究分担

者は管理しない。研究期間中、質問紙を含むすべての資料は施錠可能な場所に保管する。鍵

は情報管理者が保管し、管理する。情報の保護に細心の注意を払い、調査情報を処理するコ

ンピューター及ファイルのパスワードを設定し、研究関係者以外のアクセスを制限する。ま

た、ファイル交換プログラム導入禁止等情報漏洩の危険性を可逆的に排除し、情報を適切に

管理する。 

 

６．倫理的問題点等  
本研究は、個人を対象として行われるものではないが、ヘルシンキ宣言、及び、文部科学省・

厚生労働省による「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠して実施する。 

個人に対する利益・不利益は生じないが、長崎大学医歯薬学総合研究科ホームページにて、

研究内容の公表を行う。 

 
７．予測されるリスク及び利益，これらの総合的評価並びに当該負担及びリスクを最小化する

対策 

倫理的問題点としては、個人情報は収集されないため、個人に対する倫理的問題は生じない

が、施設の情報が明らかになることによって各施設の診療運営に影響を与える可能性は否定



できない。このため、データを、施設名を含むデータと施設名を含まないデータの二種類の

形式で保存する。原則として、施設名を含まないデータで解析を行い、施設名を含むデータ

は必要なときのみ利用することとする。本研究で得られるいかなる施設情報も本研究以外の

目的には用いない。すべての情報を記録したコンピューターのパスワード保護、ファイル交

換プログラム導入禁止等情報漏洩の危険性を可及的に排除し、情報を適切に管理する。 

 
８．研究等の期間及び当該期間終了後の試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む。）

の保管及び廃棄の方法 

施設名を含むデータは、ハードウエア暗号化USBメモリーの中に保存した上で、鍵のかかる

保管庫の中に保管する。USBのパスワード、および保管庫の鍵については、原爆後障害医療研

究所の原研情報室で保管し、研究責任者の責任のもと、研究期間の終了まで管理・保存する。

施設名を含まないデータや情報を保存した電子媒体、電子機器類についてもパスワードで保

護するとともに、情報交換プログラムのインストールを禁止し、情報の漏洩を防止する。こ

れらの手段によって、情報漏洩については十分配慮する。研究期間終了後には、個人情報に

関わる記録データ等のすべての情報は、コンピューター上のデータは復元できないような状

態で完全に消去し、その他の資料は細かく裁断の上、廃棄する。 

 

９．研究の資金源等，研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等，研究者等の研究に係る

利益相反に関する状況 

本研究の資金源には厚生労働省「労災疾病臨床研究事業費補助金」を用いる。本 

研究課題にかかる利益相反事項は生じない。 

 

10. 研究に関する情報公開の方法及び研究結果の帰属 

  ・ 研究の概要及び結果の登録について（介入を行う研究が対象） 

    該当なし 

・ 研究成果の公表方法，方針及び帰属について（全ての研究が対象） 

長崎大学 原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療学研究分野の学術成果とし

て公表する。 

また、本研究は厚生労働省「労災疾病臨床研究事業費補助金」の班研究「放射線業務

従事医療関係者の職業被ばく実態調査と被ばく低減対策研究」として行われるため、厚

生労働省への報告書の形でも公表される。 

 

11. 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

  本研究に関する相談等のために，以下の連絡先を情報公開文書に記載する。 

   

問い合わせ先： 

〒852-8523 長崎市 坂本１丁目12-4 

長崎大学原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療学研究分野 

教授 工藤 崇 (研究責任者) 

電話０９５－８１９－７１０１  

    

 

12. 研究対象者等に経済的負担又は謝礼について 



  なし 

 

13. 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の場合には，重篤な有害事象が発生した際の対応 

   侵襲・介入を伴わないため、該当なし 

 

14. 侵襲を伴う研究の場合には，当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びそ

の内容 

   侵襲・介入を伴わないため、該当なし 

 

15. モニタリング及び監査の方法 

 侵襲・介入を伴わないため、なし 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

WEBアンケート 

  



日本医学放射線学会教育研修施設 各施設長・放射線科科長・放射線部長様 

 

研究課題名： 

医療従事者の職業被ばくに関する医療施設における 

管理・教育状況実態調査の後向き研究 

 

１．研究の対象 

本研究は2020年度に放射線を医療行為で取り扱う病院が対象となります。 

調査対象として放射線を扱う医療の中心的な役割を担う、日本医学放射線学会の承認の元、日

本医学放射線学会の教育研修施設を対象に調査をご依頼するものです。 

病院が対象で有、個人を対象とした研究ではありません。 

 

２．研究目的・方法 

医療関係者の被ばくは法令に基づき線量限度が定められ管理されていますが、そのためには管

理とともに教育研修が必要です。しかし、管理、及び教育研修がどのように行われているかの

詳細な把握は十分に行われていません。2020年には水晶体の線量限度の引き下げが予定され

ており、被ばく低減の対策が必要となりますが、そのためには現状の把握が必須です。 

本研究では、放射線を取り扱う医療施設における、管理・教育研修の実態を把握することを目

的した、施設対象のアンケート調査を行います。 

 

３．研究期間  

長崎大学医歯薬学総合研究科長許可日～2022年3月31日 

 

４．研究に用いる情報の種類 

２０20年度の管理態勢、教育研修体制に関して、「基本事項（施設のベッド数等）」「従事者

管理（個人線量計装着率等）」「研修（研修内容等）」「作業環境（防護具配備率等）」「その

他」の大項目、の大項目に分けて、アンケートの形で情報を収集します。 

 

５．外部への情報の提供 

外部への情報提供は行いません。 

 

６．研究組織 

長崎大学 原爆後障害医療研究所 アイソトープ診断治療学研究分野 教授 工藤 崇 

原爆後障害医療研究所 放射線生物・防護学分野 教授 松田尚樹 

広島大学 医歯薬保健学研究科 放射線診断学 粟井和夫 

福島県立医科大学 放射線医学講座 伊藤 浩 

福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター先端臨床研究センター 織内 昇 

 

７．お問い合わせ先 

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

 

  照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 



〒852-8523 長崎市 坂本１丁目12-4 

長崎大学原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療学研究分野 

教授 工藤 崇 (研究責任者) 

電話０９５－８１９－７１０１ 

 

本アンケートは研究目的で行われるものであり、アンケートに回答されなくても施設への不利益

は生じません。 

 

ご協力いただける場合は以下に施設名・施設回答者の役職名（放射線科部長・等）をご記入くだ

さい。記入を持って、ご協力の同意が確認できたものといたします。 

 

施設名     （            ） 

施設回答者役職名（            ） 

 

 

  



本アンケートは厚生労働省 労災疾病臨床研究事業「放射線業務従事医療関係者の職業被ばく実

態調査と被ばく低減対策研究」に基づき、医療関係者の被ばく実態とその管理実態の調査研究の

一貫として行われるものです。データは研究用として用いられ、法的な規制・処罰などに用いら

れることはありません。本アンケートの記載内容が回答者・施設の不利益になることはありませ

んので、正直にお答えください。 

 

本アンケートの研究責任者は長崎大学原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療
学研究分野 工藤 崇です 
本アンケートの調査対象は医療法の管理対象となる医療施設における放射線診療従
事者です。動物実験施設などにおける放射線を用いる研究者は含みません。 
 

まずはじめに、現在の時間を記載してください（アンケートの記入にかかった時間を調べる
ための項目です。 

（    ：     ） 

基本事項 

設問 1 医療機関のタイプをお教えください。 
1) 大学病院 2）総合病院 3）循環器センターなどの専門病院 4）その他 

設問２ 病床数はどの範囲ですか。 
1）600床以上 2）600未満400以上 3）400未満200以上 4）200未満50以上 5）50未満 

従事者管理 

設問３ 病院・診療施設内のだれかが放射線診療従事者の毎月の被ばく線量を確認していま
すか？ 

1）はい 2）いいえ 

 

設問３－B 上記設問で「1) はい」と回答された施設の方のみへの質問です。確認している
方の職種を教えてください（複数回答可） 

① 事務職 ② 診療放射線技師 ③ 医師 ④ 医学物理士 ⑤ その他（        ） 

 

設問３－C 上記設問で「1) はい」と回答された施設の方のみへの質問です。確認している
方の職位（教授、技師長、主任、部長、等）を教えてください（複数回答可） 

職位：（                    ） 

 

設問４ 放射線診療従事者の線量の測定結果を委員会等に報告していますか？ 
 ① はい ② いいえ 

 

設問５ 上記設問で「はい」と回答された方へ。報告している委員会等を教えてください。
（複数回答可） 

 ① 放射線安全を担当する委員会 ② 労働安全を担当する委員会 ③ 病院長を含む病院の

幹部会議 ④ その他（                 ） 

 



設問６ 職業被ばくの測定メーカから線量が高い場合等に迅速報告してもらう措置を講じて
いますか？ 

 ① はい ② いいえ 

 

設問６－B 上記設問６で「はい」と回答された方へ。その基準を教えてください。（実効線
量何 mSv 以上の場合、等）（複数記述可） 

（           ） 

 

設問６－C 上記設問６で「はい」と回答された方へ。報告の方法を教えてください。（複数
回答可） 

① メール ② FAX ③ 電話 ④ LINE等のSNS ⑤ その他（        ） 

 

設問７ 職業被ばく線量が高い従事者に対して被ばく低減を図るために注意喚起を行ってい
ますか 

 ① はい ② いいえ 

 

設問７－B 上記設問７で「はい」と回答された施設の方へ。その措置を教えてください。
（複数回答可） 

 ① 本人に文書で注意喚起 ② 本人に口頭で注意喚起 ③ 所属長に文書で注意喚起 ④ 

所属長に口頭で注意喚起 ⑤ その他（                   ） 

 

設問８ 貴施設のおおよその放射線診療従事者数を教えてください。  
（    ）人 

 

設問９ 放射線被ばくする可能性のある医療従事者等（管理区域にまったく立ち入らない者
を除く）の放射線診療従事者としての管理状況を教えてください。 

 ① 医師（研修医除く）：全員管理 / 管理区域に立ち入る頻度による / 被ばく線量による

 / その他（         ） 

 ② 研修医：全員管理 / 管理区域に立ち入る頻度による / 被ばく線量による / その他

（         ） 

 ③ 診療放射線技師：全員管理 / 管理区域に立ち入る頻度による / 被ばく線量による 

/ その他（         ） 

 ④ 看護師：全員管理 / 管理区域に立ち入る頻度による / 被ばく線量による / その他

（         ） 

 ⑤ その他：全員管理 / 管理区域に立ち入る頻度による / 被ばく線量による / その他

（         ） 

 

設問１０ 職業被ばくの線量限度を超える可能性のある放射線業務従事者はいますか？ 
 ① いない ②１～５名程度いる ③６名～１０名程度いる ④１１名以上いる 

 

設問１１ 職業被ばくの線量限度を超えるおそれのある従事者に対する措置を決めています



か？ 
 ① はい ② いいえ 

 

設問１１－B 上記設問１１で「はい」と回答された施設の方へ。措置や手順を教えてくだ
さい。（複数回答可） 

 ① 部署異動 ② 業務変更 ③ 注意喚起 ④ 複数者による措置の理由の説明 ⑤ その

他（                            ） 

 

設問１２ 実際に職業被ばくの線量限度を超えるおそれのある従事者に対する措置を講じた
ことがありますか？ 

 ① はい ② いいえ 

 

設問１３ 過去三年間に職業被ばくの線量限度を超えた放射線業務従事者はいますか？ 
 ① いない ②１～５名程度いる ③６名～１０名程度いる ④１１名以上いる 

 

設問１３-B 設問１３で①以外の回答をされた方への質問です。線量限度を超えた業務従事
者はどの部署でしたか。医師であれば科、技師・看護師・その他であれば担当部署をお答え
ください。 

（             ） 

 

設問１４ 放射線診療従事者の管理をしている部署等を教えてください。 
 ① 事務局 ② 放射線部門（診療放射線技師） ③ 放射線科等（医師） ④ 医学物理部

門 ⑤ 決まっていない ⑥ その他（            ） 

 

設問１５ 放射線管理業務を専門に行う部署がありますか？ 
① はい ② いいえ 

 

研修 

設問１６ 下記の中で、本来個人線量計で管理されていなければならないと思われる業務に
従事していながら、フィルムバッジをつけていないとおもわれる部署はありますか？ また
その場合、何名程度そのような従事者が推定されますか 

放射線診断医（IVR, 核医学を含む） 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

放射線治療医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

循環器内科医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 



心臓外科医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

脳外科医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

整形外科医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

消化器外科医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

消化器内科医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

泌尿器科医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

小児科医 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

その他の内科＋外科 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

放射線業務に従事する看護師 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

放射線技師 

① いない ② １～２名いる ③ ３～５名いる ④ ６名以上いる 

 

設問１７ 放射線診療従事者研修の受講率を高めるための方策を実施していますか？ 
 ① はい ② いいえ 

 

設問１７－B 上記設問１７で「はい」と回答された施設の方へ。方策を教えてください。
（複数回答可） 

 ① 複数回開催 ② e-Learning ③ 資料講習 ④ 伝達講習 ⑤ その他（      

 ） 

 

設問１８ 放射線診療従事者に対する研修では、職業被ばく線量を低減するための具体的な
方策が含まれていますか？ 

 ① はい ② いいえ 

 



設問１９ 放射線測定器を着用していない放射線診療従事者に対して放射線測定器の着用を
促していますか？ 

 ①100％着用しているので該当事例なし ②頻繁に促している ③時々促している ④まれに

促している ⑤促していない 

 

設問１９ーB 上記設問１９で、「②頻繁に促している」と「③時々促している」を回答され
た方へ。促す方法を回答ください（複数回答可）。 

 ①研修 ②院内掲示 ③文書回覧（デジタル文書を含む） ④院内会議 ⑤上司や院長からの

指導 ⑥放射線安全委員会等からの指導 ⑦放射線診療従事者個々に指導 ⑧技師長からの指導

 ⑨部署担当技師からの指摘 ⑩その他（            ） 

 

設問１９－C 設問１９で、「③時々促している」、「④まれに促している」、「⑤促していな
い」を回答された方へ。頻繁に促せない理由を回答ください（複数回答可）。 

 ①医師には言いづらい ②他部署の方には言いづらい ③上司には言いづらい ④同僚には言

いづらい ⑤促す立場にない ⑥その他（            ） 

 

設問２０ 放射線診療従事者の放射線測定器の着用状況を把握していますか？（複数回答
可） 

 ①院内組織（放射線安全委員会等）は把握している。 ②放射線診療従事者の管理担当部署は

把握している。 ③一緒に業務する他の医療従事者は把握している。 ④誰も把握していない。

 ⑤その他（                 ） 

 

設問２１ 下記の放射線業務において職業被ばくを低減するための放射線防護衣（プロテク
ター）のおおよその着用率を教えてください。 

放射線科医 IVR業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

放射線科医治療業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

放射線科医診断業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

放射線科医核医学業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

心臓外科・循環器医血管造影業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

脳神経内科・外科血管造影業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 



消化器内科・外科透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

整形外科透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

泌尿器科透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

小児科透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

看護師血管造影業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

看護師透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

 

設問２２ 下記の放射線診療業務について職業被ばくを低減するための放射線防護眼鏡（メ
ガネ）のおおよその着用率を教えてください。 

放射線科医 IVR業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

放射線科医治療業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

放射線科医診断業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

放射線科医核医学業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

心臓外科・循環器医血管造影業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

脳神経内科・外科血管造影業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

消化器内科・外科透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 



整形外科透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

泌尿器科透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

小児科透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

看護師血管造影業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

看護師透視業務 

100％ 80％以上 60％以上 40％以上 20％以上 20％未満 分からない 

 

設問２３ 放射線業務の被ばく管理のために、防護眼鏡の内側に着用する水晶体専用の放射
線測定器を利用していますか。また、利用している場合は、どのような業務・条件の場合に
利用していますか。 

① 利用していない  ② 利用している 

 

設問２３ーB 上記設問２３で「利用している」と回答された施設の方へ質問です。どのよ
うな業務・条件の場合に利用していますか。 

（業務・条件：               ） 

 

作業環境 

設問２４ 血管系 IVRを行うすべての X 線診療室には術者と IVR行為の介助者が着用できる
だけの防護眼鏡が配備されていますか？ 

 ① 十分ある ② おおよそある ③ かなり足りない ④ まったくない 

 

設問２５ X線装置が設置されている内視鏡室には防護眼鏡が配備されていますか？ 
 ① 十分にある ② 十分ではないがある ③ 一つもない 

 

設問２６ 一般 X線透視室には防護眼鏡が配備されていますか？ 
 ① 十分にある ② 十分ではないがある ③ 一つもない 

 

設問２７ 手術室には防護眼鏡が配備されていますか？ 
 ① 十分にある ② 十分ではないがある ③ 一つもない 

その他 

設問２８ 血管系 IVRに診療放射線技師がついているおおよその割合を教えてください。 
① 100％ ② 90％以上 ③ 80％以上 ④ 60％以上 ⑤ 40％以上 ⑥ 20％以上 ⑦ 2



0％未満 

 

設問２９ 内視鏡室で内視鏡と X線装置を使った検査（ERCP等）と治療に診療放射線技師
がついているおおよその割合を教えてください。 

① 100％ ② 90％以上 ③ 80％以上 ④ 60％以上 ⑤ 40％以上 ⑥ 20％以上 ⑦ 2

0％未満 

 

設問３０ 血管系 IVRや内視鏡を除く一般 X 線透視室での放射線診療に診療放射線技師がつ
いているおおよその割合を教えてください。 

 

① 100％ ② 90％以上 ③ 80％以上 ④ 60％以上 ⑤ 40％以上 ⑥ 20％以上 ⑦ 2

0％未満 

 

設問３１ エックス線透視を伴う手術に診療放射線技師がついているおおよその割合を教え
てください。 

① 100％ ② 90％以上 ③ 80％以上 ④ 60％以上 ⑤ 40％以上 ⑥ 20％以上 ⑦ 2

0％未満 

 

お疲れ様でした。最後に現在の時刻を記載してください 
（  ：  ） 
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医療被ばくとその管理
～近年のトピックと今後の展望～

長崎大学 原爆後障害医療研究所

アイソトープ診断治療学研究分野

工藤 崇

近年医療被ばくに関する規制が
厳しくなってきている

• 匡療法施行規則の一部を改正する省令の施
行等について（医政発0312第7号；H31/3/12)

なぜ医療被ばくが重要か

医療被ばくの重要性
• 医療は公衆被ばくの最大の要因である

主にRadon-222
の吸入

UNSCARE 2013 Report Vol.1 SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF IONIZING RADIATION
Einstein AJ. J Am Coll Cardiol. 2012;59(6):553-565
公益財団法人 原子力安全研究協会 新版 生活環境放射線（国民線量の算定） より作成

1 2

3 4



2

医療被ばくにおける循環器の重要性

• 循環器関連の被ばくが2割（米国では）

• ICRPでは循環器領域の被ばくを重視しており、特集号がある

Einstein AJ. J Am Coll Cardiol. 2012;59(6):553-565

個々の線量が抑えられても、件数が多い
（米国は心臓核医学、日本は多分CT）

Cousins C. et al. Ann ICRP 2013; 42:  1-125

医療被ばくによる発がん

オーストラリアより; 小児期にCTを受けた人において、発が
ん数の増加。

英国より: 小児期にCTを受けた人における発がんリスク（脳腫
瘍と白血病）の上昇が、受けていない人の2~3倍。

Mathews JD. et al. BMJ. 2013 May 21;346:f2360

Pearce MS, et al. Lancet. 2012 Aug 4;380(9840):499-505

いろいろ疑問の多い論文であるが、
医療被ばくが注目の的であることは

認めなければならない。

放射線医療利用のルールと
違反事例

放射線を安全に使うための3原則

• #1: Justification（行為の正当化）
– 放射線被ばくを伴う行為は、被ばくをする個人または
社会に対して、それによって生じる障害を相殺するに
十分な便益がなければならない

• #2: Optimization（防護の最適化）
– 個人の被ばく、被ばくする人数、被ばくの可能性をで
きる限り低く抑える（ALARAの原則）

As Low As Reasonably Achievable

• #3: Dose Limits （個人の線量限度）
– 個人の被ばくする線量の上限値をもうける（患者の医
療被ばくは除く）

5 6
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甲府における過剰投与事故 DMSA
（甲府で過剰投与していた検査）

正常 馬蹄腎 右腎盂腎炎

子供は動く

• 動くので、できるだけ短時間で撮りたい。

• 核医学の性質上、短時間撮影ではまともな画
像にならない。

投与量を増やそう！

甲府市立甲府病院のホームページには膨大な調査報告書があります。

事故の原因

• 投与量に関する情報の共有がなく、医師が投
与量の管理などを行っていなかった。

• マニュアルが作成されていなかった

• 放射線部内での教育研修が行われていな
かった。

3. 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の
安全利用のための研修

。。。の拡充につながっていると思われる

医療法施行規則改正上の

9 10
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子供の方が被ばくリスクが高い

• 年齢が若いときに被ばくするほ
ど、生涯に生じる発がんリスクは
高くなる。

1. 単純に被ばく後の生きている時
間が長い分だけ確率が上がる。

2. 子供の方が細胞分裂している細
胞数が多いためリスクが高い。

Brenner D.J N Engl J Med. 2007; 357: 2277-84

この基本的知識が、
研修等で共有されていれば、
そもそも量を増やすという

発想は出ないはず。

事故検証時の問題

• 実投与量の推定できる正式な記録が残ってお
らず、放射性医薬品資料記録簿には添付文書
にある数値が転記されているのみであった。

• このため、後の被ばく線量とリスクの検証に困
難を伴った。

イ：医療被ばくの線量記録は、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、
診療を受ける者の被ばく線量を適正に検証できる様式を用いて行うこと。

。。。につながっていると思われる

医療法施行規則改正上の

市立甲府病院RI過剰投与
調査報告書より

0-5歳における実際に投与された量

• 調査報告書は市立甲府病院のホームページからダウンロー
ドできます。

実は無理なことを
お願いされている訳ではない

• １）管理の責任者を明確に定める

• ２）現実的かつ基本的な線量管理・記録方法を定める

• ３）標準手順書的な指針を備える

• ４）正当化の概念を含めた研修をする

４）以外はある程度きちんとした病院なら
従前からある程度やっていたはずのこと

13 14
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研修について
• 3. 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線
の安全利用のための研修

– 医療放射線安全管理責任者は、新規則第1条の11第2項
第3号の2ロの規定に基づき、医師、歯科室師、診療放射

線技師等の放射線診療の正当化又は患者の医療被ばく
の防護の最適化に付随する業務に従事する者に対し、次
に掲げる事項を含む研修を行うこと。

• (1) 患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項

• (2) 放射線診療の正当化に関する事項

• (3) 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項

• (4) 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生
時の対応等に関する事項

• (5) 患者への情報提供に関する事項

実はこれが一番重大な変更

研修：今までとの違い
• 3. 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利

用のための研修

– 医療放射線安全管理責任者は、。。。。医師、歯科室師、診療放射線技

師等の放射線診療の正当化又は患者の医療被ばくの

防護の最適化に付随する業務に従事する者
に対し、次に掲げる事項を含む研修を行うこと。

今までの放射線に関する研修は放射線を直接使う人のみ
今後は、放射線を使う検査を依頼する医師まで含む

（事実上、全医師が対象）

放射線のことを知らない人は
放射線を利用してはいけない、依頼してもいけない

日本医学放射線学会のガイドライン

正当化と最適化の原則

放射線を使うことによって
得られる利益

放射線を使うことによって
増加するリスク

（患者への）害（患者への）益

ここには必ず何かがのっている
できるだけ、これを小さくする

これが最適化の原則

こちらにのるものが
大きくないと

針が青の側に振れない
これが正当化の原則

被ばくによる影響の種類

• 1）確率的影響
– 基本的に発癌影響（遺伝的影響も含まれるが人での証明
はない）

– 画像診断の場合は、ほぼこのレンジに収まる。

– LNT仮説：どんなに少なくても発癌の確率は存在し、線量
に直線的に相関する。（これがくせ者）

• 2）確定的影響
– 放射線皮膚炎、白内障など

– 基本的にシーベルト単位の世界だが、水晶体に関しては
閾値が低く、閾値がないという説すらある。

– 基本的に閾値以下なら影響がないとされるが、上記の理
由から「組織反応」という語に置き換わりつつある。

17 18
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確率的影響

– この関係はおおむね原点を

通る直線と考えられており

（ Linear Non-Threshold : 

LNT仮説）、したがって、どん

なに少なくてもリスク＝0とは

ならない。

• 過去の被ばくのデータ（原爆、事故による被ばくなど）
から、放射線を浴びる量（線量）が増えるに従って、
発がんのリスクが上昇することがわかっている。

疾
患

の
確

率

Preston DL. et al. Radiation Research 2003; 160: 381-407より改変引用

これがあるが故に、最適化の原則（ALARA）は
「合理的に達成可能な限り低く」となる

X線透視による乳癌

• マサチューセッツ州における、結核診断・治療のた
めのX線透視による乳癌発癌リスク

• 1925~1954年の間に、
2573名の対象患者に147
件の乳癌が30年間の間
に発生した。

• 平均透視回数88回。

• 平均総線量7.9Gy
– 一回あたりではない

Boice JD Jr. et al. Radiat Res 1991; 125: 214-222より改変引用

かなりきれいな直線性。ただし、エラーバーは大きい。

CT被ばくによる確率的影響：不確実

• 非常に話題になった論文ですが......

オーストラリアより; 小児期にCTを受けた人において、発が
ん数の増加。

英国より: 小児期にCTを受けた人における発がんリスク
（脳腫瘍と白血病）の上昇が、受けていない人の2~3倍。

Mathews JD. et al. BMJ. 2013 May 21;346:f2360

Pearce MS, et al. Lancet. 2012 Aug 4;380(9840):499-505

Confounding by indication
(Reverse causation)

そもそもなぜ小児にCTを行うか。

なにか、病気があるか疑われるから。

小児にCTを行う以上は、それなりに「必要性が高い」から行うはず

「必要性が高い」の中には当然悪性疾患
（および関連する事象）が含まれる。

“X-rays aren’t causing cancers,
cancers are causing X-rays.”

X線が、がんを引き起こしているのではない,
がんが、X線を引き起こしているのだ。

21 22
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疫学研究はLNTを支持するか

強く支持する：

ある程度支持する：

支持するかもしれない

支持しない

結論は出せない

NCRP Commentary No.27より改変引用

NCRP commentary 27の結論

• LNTモデルは、低線量域において、放射線生
物学や疫学的に科学的証明をすることがおそ
らく出来ない仮説であるものの。。。

• 放射線防護の目的で、LNTに代わるような、
実用的でかつ保守的な線量-応答関係は今の
ところ見つからないので、LNT仮説を採用する。

1) LNTは基礎科学ではない。防護のための実用科学である。
2) もしかして、もはや検証不能と諦めている？

決着はつくのか？

EPI-CT:
WHOとEUが行って
いる大規模研究

• 小児CTに関してはある程度の結論が出せる
可能性がある

– 循環器のISCHEMIA studyに相当するインパクト
があり得る

(https://epi-ct.iarc.fr/)

ではDNA損傷はないのか
：確実にある

• 医療放射線によるDNA損傷

医療被ばくによるDNA損傷とその修復が定量できる。

Brand M, et al. Eur J Radiol (2012); 81:  e357– e362

γ-H2AX: ヒストン蛋白の一種H2AXがリン
酸化された物。
DNA二重鎖切断の部分に生じ、DNA修復
に重要な役割を持つ。
その出現はDNA二重鎖切断の存在を示す。
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心筋血流シンチでは？

• Tc二日法の検査による検討。

– DNA損傷は起こるが、24時間で正常値に復元する

– 興味深いことに、24時間後は血中放射能はまだわずかに
残存している。

Rief M et al. Eur Radiol. 2018; 28: 3075-3081

DNA損傷量 血中放射能
直前 2日目

直前

3日目 直前 2日目
直前

3日目

個人差は？
• Tc系心筋血流製剤＋α

– ＝10mSv被ばく相当

• 複数のDNA修復経路で、
2/3の患者はDNA損傷
に変化無し。

• 1/3でDNA損傷数が増加。

必要不可欠な検査なら、これを逆手にとって、放射線感受性のスクリーニング
に使えないか（放射線治療前の副作用予測など）

医療被ばくによる
DNA損傷は一様ではない
Lee WH. et al. 
Circ Cardiovasc Imaging 2015;8:e002851

線量限度は
医療被ばくには当てはまらない

• 1）利用の正当化

• 2）防護の最適化

• 3）線量限度
– 医療被ばくには線量限度の原則は適用されない

• 3＊)責任の原則
– Einsteinらは「線量限度」に代わる第3の原則として「Responsibility 

principle：責任の原則」を提示している

– 個別の線量の記録、モニタリングを行うこととともに、20mSvを超えるよう
な検査では、患者への十分な説明と同意のものに行うことを推奨している。

• 3#) 診断参考レベル（DRL）の利用

Einstein AJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63(15):1480-9.

Diagnosis Reference Level
(診断参考レベル）

• 多くの施設で調査して、この検査であれば、だいた
いの施設でこの程度の線量の範囲に収まる、という
ことを調査して、DRLとして公表する。

• 各施設で同じ検査を調べて、この値を超えることが
余りにも多いようなら、改善の余地がある。

– 個人個人の線量を決めるものではない。集団の線量がお
かしくないかを調べるもの。

DRL
「この値」：
調査対象施設の75％の施設がこれ以下の線量
で検査している、という値を使うことが多い
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管理すべき対象
• ( 1 ) 線量管理について

• ア： 次に掲げる放射線診療に用いる医療機器等(以下「管理・記録対
象医療機器等 という。)については放射線診療を受ける者の医療被ば

くの線量が他の放射線診療と比較して多いことに鑑み、管理・記録対
象医療機器等を用いた診療に当たっては、被ばく線量を適正に管理す
ること。

– 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置

– 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置

– 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置

– 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置

– X線CT組合せ型循環器X線診断装置

– 全身用X線CT診断装置

– X線CT組合せ型ポジトロンCT装置

– X線CT組合せ型SPECT装置

– 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

– 診療用放射性同位元素

管理すべき項目

• (2) 線量記録について

– ア：管理・記録対象産療機器等を用いた診療に当たっては、当該診
療を受ける者の医療被ばくによる線量を記録すること。

– イ：医療被ばくの線量記録は、関係学会等の策定したガイドライン等
を参考に、診療を受ける者の被ばく線量を適正に検証できる様式を
用いて行うこと。

線量は被ばく線量を検証できる様式でなければならない

すなわち、記録が目的ではない。
患者の被ばく線量を管理し、

振り返って検証できないといけない

医療被ばくの管理は。。。

• 単なる記録のみではない。。。。

– 後に振り返って、患者の線量を推定し、患者の被
ばくに伴うリスクを検証できるものでなければなら
ない。

– 適切な放射線利用につながる、検証と修正（DRL
との比較検証など）が行えなければならない。

PET/CT検査における臓器線量/実効線量計測

 臓器吸収線量および実効線量(ICRP128準拠)の⾃動計測

CT撮影での実効線量（ICRP103）
PET検査での実効線量（ICRP128）

上記2つの実効線量の合計値を表⽰
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日々の実投与量管理グラフ（FDG）

検査名（スタディディスクリプション）の確認

検査情報をポップアップ表⽰

日本の心臓核医学の現状
• タリウムの利用が多く、患者の被ばくに影響してい
ることは感覚的に多くの心臓核医学関係者は認識
している。

• が、実証データに乏しい。

Handai
Survey.

Otsuka R, et al. J Nucl Cardiol. 2017 Mar 28. doi: 10.1007/s12350-017-0867-2

大阪大学の福地一樹先生が全国調査を行いました。
全国641施設にアンケートを行い、431施設より回答
（回収率67%)

日本での心臓核医学の現状

• 半分がまだTl-201.
– Tl-201の典型的投与量は

111MBq

– Tc-99m 系心筋血流製剤の典

型的使用量は約1100MBq

• 欧米ではタリウムは一桁

ドイツ：2%

アメリカ：5.6%

35%

43%

22%

日本における心臓核医学の

核種別検査割合

Tc
Tl
Both

Otsuka R, et al. J Nucl Cardiol. 2017 Mar 28. doi: 10.1007/s12350-017-0867-2

20mSv=
多くの文献で「超えるべきではな
い」とされる、一検査あたりの被ばく
量

9mSv=米国心臓核医学会が
推奨する被ばく量の上限

日本における心筋血流シンチに伴う
被ばく量は

Tc-99m 系心筋血流製剤.
(典型量1110MBq)

タリウム
(典型量111MBq)

典型的な投与量の場合、
タリウムの実効線量はTc-99m 系の

概ね二倍である。

Otsuka R, et al. J Nucl Cardiol. 2017 Mar 28. doi: 10.1007/s12350-017-0867-2

記憶しておくべき数字
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医療被ばく：診断
• 25~30mSv/検査以下：

– 確定的影響のレンジにはない。

– 問題となるのは確率的影響
• 基本、発癌のみ。遺伝的影響は人間では証明されていない

– 確率的影響は因果律ではなく、リスクの世界
• 500mSv浴びても発癌しないこともあれば、10mSvでも発癌すること
はあり得る。

• しかし、その発癌が放射線が原因かどうかを捉えることは困難。

• 捉えられたとしても、「どの」放射線が原因かは絶対に分からない。

被ばくのために、発がんリスクが50％増加しました。＞＞がんになりました。
≠被ばくのせいでがんになりました。 とはならない。

（リスクの考え方を個人に当てはめるのは少し問題がある）

放射線利用の3つのルール

• 利用の正当化

• 防護の最適化

• （線量限度）
• 第一条：ロボットは人間に危害を加え

てはならない。また、その危険を看過
することによって、人間に危害を及ぼ
してはならない。

• 第二条：ロボットは人間にあたえられ
た命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条
に反する場合は、この限りでない。

• 第三条：ロボットは、前掲第一条およ
び第二条に反するおそれのないかぎ
り、自己をまもらなければならない。

アイザック・アシモフ：
ロボット工学三原則

利用するからには
患者に利益がないと

いけない。

逆に言えば、間違いなく
患者に利益があるのなら、

利用しなければならないのでは
ないか？

From Isaac Asimov “Runaround” 1942

医療に伴う被ばくとは

• 1：医療被ばく：患者の被ばく

– 受益者（患者）とリスクを受ける者（患者）が一
致している

• 2：職業被ばく：医療従事者の被ばく

– 受益者（患者）とリスクを受ける者（職員）が一
致しない

こちらが今ひとつ忘れられていた

職業被ばく

• 2020年（令和2年）に新たな電離則が公布。

– 水晶体の線量限度が5年で100mSv, 1年で50mSv以下に
制限される予定。（公布はR2, 施行はR3, 猶予期間あり）

かなり厳しい。

41 42

43 44



12

管理の必要性
• 医療被ばくにしても職業被ばくにしても、線量は小さく、
問題は余り生じない、といっているが、それは。。。。

管理されているというのが前提！

管理されてへんやないか！

第5回検討会の資料2
（産業医科大学 欅田班資料）から引用

まとめ
• 医療法施行規則改正は、いくつかの事故・事案が背
景になっていると思われる。

– 無理なことを要請されているわけではない。

– 患者の被ばくを個人・集団の面で適切に管理・事後検証
出来る体制が必要。

– なによりも、正当化・最適化を理解していることが重要。

• これからは、職業被ばくも重要になってくる。

検査をためらう必要はない。
必要なら自信を持ってやるべき。

そのためにも適切な管理を

45 46



  

 
 

労災疾病臨床研究事業費補助金 
分担研究報告書 

 
    3）医療関係者の水晶体被ばくの現状とそれに影響する要因に関する研究 

 
研究分担者 工藤 崇 長崎大学 原爆後障害医療研究所 教授 

研究分担者 松田尚樹 長崎大学 原爆後障害医療研究所 教授 

研究分担者 織内 昇 福島県立医科大学 先端臨床研究センター 教授 
研究分担者 伊藤 浩 福島県立医科大学 医学部 教授 

研究分担者 粟井和夫 広島大学 医歯薬保健学研究科 教授 
 

 研究要旨 
【目的】ICRP の勧告で水晶体被ばくの線量限度を 5 年間で 100，1 年間で 50mSv を超

えないように引き下げることが提唱され、本邦でも令和 3 年度よりこれに従って電離放

射線障害防止規則（電離則）改正が行われ施行された。しかし、実際の医療環境におけ

る被ばくの実態、特に水晶体の被ばく状況は十分に調査・検討が行われておらず、改正

電離則を実際の医療現場が遵守できるかは明らかであるとはいえない。本研究では現状

の医療機関における放射線業務従事者の業務分類毎の水晶体被ばく状況を調査し実態

を把握する。【方法】対象としては、特に線量が高いことが予想される X 線透視を伴う

業務を対象とした、透視業務に業務従事者に水晶体線量計 DOSIRIS を着用してもらい、

個人ではなく業務分類ごとの水晶体被ばく線量を一ヶ月毎の積算線量として測定した。

また、同時に各業務分類毎の月ごと検査件数、X 線照射回数、X 線照射時間を記録した。

これらのデータを元に、どのような業務分類において水晶体線量が高線量となっている

かの実測情報を得ることとした。研究を行った長崎大学病院では研究開始時点でほとん

どの検査科が防護眼鏡を着用していなかったため、令和 2 年 4 月～9 月はそのまま未着

用、10 月以降は着用介入を行い、防護眼鏡の被ばく低減効果も検証した。【結果】令和

2 年度は主に医師の被ばくについて解析を行った、透視業務の多い泌尿器科、小児科、

消化器内科、その他の内科（主に呼吸器）、整形外科、放射線科において調査を行った。

また、透視介助の看護師および診療放射線技師についても測定した。最大月間線量が

7.2mSv と予想を大幅に超える線量が観察された。水晶体線量と検査回数、照射回数、

照射時間はすべて強い相関を示し、特に照射時間が最も高い相関であったため、単位時

間あたりの水晶体線量を主な調査対象とした。単位時間あたり線量は防護眼鏡無しの期

間において 0.024±0.023mSv/min に対し、介入後は 0.011±0.004mSv/min と半分以下

に減少した。【考察】水晶体線量の実測により、予想を大幅に超える水晶体線量が観察さ

れた。本研究は業務毎の線量調査であり、個人毎の調査ではないため、これが直接個人

の水晶体線量限度超過を示すものではないが、透視業務を行う従事者の水晶体線量超過

の可能性が高いことが疑われる結果であった。一方、防護眼鏡着用により線量が 50％程

度に低減できることが明らかとなり、防護眼鏡の普及が対策として重要であることが明

らかとなった。 



Ａ．研究目的 
2011 年の ICRP ソウル声明において、水

晶体被ばくの線量限度を5年間で100mSv，
1年間で 50mSvと引き下げることが勧告さ

れた。これに基づき本邦でも令和 3 年 4 月

施行の電離則改訂で水晶体線量限度が引き

下げられている。しかし、実際の医療現場に

おいて、水晶体線量がどの程度のもので、ど

のような業務が高線量となっているかは不

明である。実際に引き下げられた線量限度

を遵守することが出来るかは明らかでなく、

米国では遵守困難との考えから、線量限度

の改定が行われていない現状も存在する。

遵守可能であるか、また遵守困難である場

合、どのような介入を行うことで線量を低

減させることが出来るか、これらを明らか

にするためには、まず現状における実臨床

での被ばく実態を把握することが必須であ

る。本研究では放射線を扱う業務を分類し、

分類毎の水晶体線量を実測し、線量の高い

業務分類を把握する。また、水晶体線量低減

のための介入を行い、介入前後での線量低

減効果についても検証する。 
 
Ｂ．研究方法 
長崎大学病院において、放射線業務のう

ち、被ばく線量が多いと推定される透視を

伴う業務について、透視業務の多い泌尿器

科、小児科、消化器内科、その他の内科（主

に呼吸器）、整形外科、放射線科を単位業務

分類として扱い、業務分類毎の線量を調査

した。また、透視業務に立ち会う看護師と診

療放射線技師においても調査を行った。調

査は千代田テクノル社製 DOSIRIS を利用

し、業務分類毎に DOSIRIS を共有し（例：

泌尿器科の透視業務 A に医師 a が携わり,

その後泌尿器科の透視業務 B に医師 b が携

わる場合は同じ DOSIRIS を共有して連続

して測定を行う）業務毎の水晶体被ばく線

量を月ごとに集計した。また、同時に月あた

りの検査の回数、検査毎の照射回数、検査毎

の照射時間を記録し、月ごとに集計した。ま

た、調査対象である長崎大学においては、放

射線科を除く科では放射線防護眼鏡の利用

がほとんど行われていなかったため、調査

開始の令和 2 年 4 月から 9 月までは状況へ

の介入を行わず測定、その後 10 月より防護

眼鏡の着用を行う介入を実施し、介入の前

後での水晶体線量の変化を検証した。本報

告書の時点で令和 3 年 3 月のデータの報告

が得られていないため、介入前の期間が 6
か月、後が 5 か月のデータ収集である 
（倫理面への配慮） 

長崎大学医歯薬学総合研究科において倫

理審査を受け、承認を得た（許可番

号:20032703）。個人情報保護の観点、およ

び目的とする情報の性質から、収集する線

量データは、業務分類毎の収集で、個人ごと

の情報は収集しないこととした。 
 

Ｃ．研究結果 
令和 2 年度においては、X 線透視業務の多

い泌尿器科、小児科、消化器内科、その他の

内科（主に呼吸器）、整形外科、放射線科の

線量調査を行った。看護師・診療放射線技師

についても一部解析した 
 
1）介入前 

医師の水晶体被ばく線量は、防護眼鏡着

用 介 入 前 の 値 で 平 均 1.758 ± 1.776 
mSv/month、最大 7.20mSv/month, 中央値

0.90mSv/month, 最小値 0.20mSv/month



と予想外の高値を示した。科毎の比較では、

泌尿器科の水晶体被ばく線量が突出して高

く （ 4.70 ± 1.342mSv/month, 最 大

7.20mSv/month）、次いで消化器科が高い

値であった。 
被ばく線量は X 線の利用状況と相関する

ため、単純な月間被ばく線量の検討では状

況の把握は困難である。そこで、X 線利用

状況と水晶体線量の相関を検討した。水晶

体線量は、月あたりの検査の回数、検査毎

の照射回数、検査毎の照射時間のいずれと

も強い相関を示した。今回は、単位照射時

間あたりの水晶体被ばく量を主な検討項目

とすることとした。 
単位照射時間あたりの水晶体線量は、整

形外科のみ若干高い値（0.049±
0.040mSv/min）であり、小児科に対して

有意に高い値(p<0.05）となっていたが、

他の科に対しては有意な差はなかった。検

査 1 回あたりの水晶体線量、照射回数あた

りの水晶体線量については、科の間で有意

な差は認められなかった。 
看護師・診療放射線技師においては、介

入前の線量はそれぞれ 
看護師 1.760±0.699mSv/month 
技師 1.180±0.531mSv/month 
であった。 
看護師・診療放射線技師については、そ

の業務形態上、照射時間（曝露時間）の厳

密な定義が困難であったため、検査に立ち

会った数で除した値（検査立会い 1 回あた

りの線量）を求めたところ 
看護師 0.015±0.006mSv/立ち会い 1 回 
技師 0.016±0.004mSv/立ち会い 1 回 

とほぼ同じであった。 
 

2）介入後 
介入後の単位照射時間あたりの水晶体線

量は介入前に比べ、約 33%の明らかな低減

が認められた（介入前 : 0.024± 0.003 
mSv/min, 介入後: 0.008±0.004 mSv/min, 
p<0.01）。 

科毎の検討で

も、すべての科

で水晶体線量の

減少傾向が認め

られたが、統計

学的有意差に到

達したのは泌尿

器科のみであっ

た（p<0.05）。介入後の期間が 5 か月である

ため、介入前 6、介入後 5、と例数が少ない

ことに加え、介入後の期間では COVID-19
に伴う検査件数の大幅な現象が生じていた。

このことが良好な減少率であるにもかかわ

らず、科毎のデータでは統計学的有意差が

得られていない原因と考えられる。 
特に、呼吸器科における介入後の水晶体

線量が 0 であるのは、検査件数が著しく減

少し、介入後の期間 5 か月のうち検査があ

った月が一ヶ月のみであり、かつその月も

検査数が少ないため、DOSIRIS による測定

が測定限界以下となったことが原因である。 
看護師・診療放射線技師についても、立ち

会い 1 回あたりの水晶体線量はそれぞれ 
看護師 0.006±0.001mSv/立ち会い 1 回 
技師 0.004±0.008mSv/立ち会い 1 回 

と、有意な減少を認めた（p<0.05）。減量

率は看護師で 41%、診療放射線技師で

26%であった。 
 

 

減少率
全体 33%

泌尿器科 37%
小児科 67%
消化器科 42%
呼吸器科 0%
整形外科 16%



Ｄ．考察 
本研究では透視業務に従事する医師の水

晶体線量が予想を大幅に超えて高いことが

示唆された。月間水晶体線量の最大値であ

る 7.2mSv はこれを 12 か月続けたとする

と 86mSv となり、どの 1 年でも超えては

ならないとされる水晶体線量限度の

50mSv を大幅に超過する。また、平均水晶

体線量の 1.758mSv であっても、5 年間（60
か月）この値が継続したとすると、105mSv
となり、5 年間の線量限度を超過する。本研

究では個人線量ではなく、業務毎の線量の

調査であり、すべての業務に継続して一名

の医師が携わる訳ではないため、単純な合

算は不適切な推定であるが、透視業務従事

者における水晶体線量限度の遵守が必ずし

も容易ではないことを示唆するデータであ

ると考えられる。 
一方、最も高い線量を示した泌尿器科に

ついても、単位照射時間あたり、検査数あた

り、単位照射あたりの線量は突出して高い

わけではなかった。これらの値は概ねどの

科でも有意な増減のない一定した値となっ

ており、月間あたりの水晶体線量値が高い

原因が、業務の手順や運用などの個別の科

の特性に伴うものではなく、単純に検査回

数、検査時間の増大に伴って増加する性質

であることを示唆している。このことから、

水晶体線量の低減のためには、線量を低減

させるための作業環境の改善が最も重要で

はないかと考えられる。 
看護師・技師についても医師とほぼ同等

の水晶体被ばくが観察された。特に看護師

においては、防護眼鏡着用無しでの月あた

りの平均線量が 1.760 と医師とほぼ同じで

あり、医師同様 5 年の線量限度を超過する

可能性のある高い値であった。月あたりの

平均線量は診療放射線技師よりも看護師の

方がやや高い傾向があったが、検査立会い

あたりの線量ではほぼ同等であり、月あた

りの平均線量の違いは業務形態の差（透視

室内への作業中の入室回数等）によるもの

が推定される。 
今回、長崎大学病院において放射線防護

眼鏡の着用率が不良であったため、着用を

促す介入を行ったところ、全体として線量

を 1/3 程度に低減させることが出来たこと

は、防護眼鏡の着用推奨による作業環境改

善が水晶体線量の減少に大きく寄与するこ

とを示している。今回の班研究における別

の研究でのアンケート調査では、半数以上

の施設において、放射線防護眼鏡が十分で

はないとされており、防護眼鏡普及による

線量低減の余地が大きく残されていること

が示唆されたものと考える。 
 

Ｅ．結論 
医療現場における透視業務を行う医師・看

護師・診療放射線技師の水晶体被ばくは予

想を超えて高いものであり、状況によって

は年間 50mSv/5 年間 100mSv の線量限度

を超過する可能性が示唆された。一方、この

線量については、検査科によって大きく異

なるものではなく、作業内容に大きな問題

があって高線量となっているわけではない

ことが示唆された。線量は単純に照射時間・

照射回数・検査回数と高い相関関係を持っ

ており、透視時間の削減か、単位透視時間あ

たりの被ばく線量の低下が対策として有効

であることが示唆された。防護眼鏡の着用

は線量を大幅に削減する可能性が示され、

防護眼鏡の着用の普及・推進が最も有効性



が高い水晶体線量低減策であると考えられ

た。 
 
Ｆ．健康危険情報 
（総括研究報告書に記載） 
 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 
（関連論文） 

Takemoto T, Ohsawa K, Matsuda N. 

Cleaning Materials and Methods for Effective 

Removal of Indoor Radioactive Contamination. 

Radiation Safety Management 19; p49-57, 
2020 
 
2．学会発表 

工藤 崇「医療に伴う被ばくの問題：

基本的な考え方と論争点」第 20 回循環

器 CT・MR 研究会 2020 年 11 月 21 日 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む） 
1．特許取得 
無し 
 
2．実用新案登録 
無し 



DOSIRIS によって測定された医師の被ばく線量 
防護眼鏡非着用期間（2020/4 月~9 月）の月あたり水晶体線量推定値（mSv/month) 

 

 

 
 
泌尿器科：小児科、呼吸器科、整形外科に対して p<0.01、消化器科に対して p<0.05 で高い 
消化器科：呼吸器科、整形外科に対して p<0.01, 小児科に対して p<0.05 で高い 
（放射線科は、防護ありの医師と無しの医師が混在するため、参考値） 
 
  

全体 泌尿器科 小児科 消化器科 呼吸器科 整形外科 （放射線科）
平均 1.758 4.700 0.986 2.883 0.371 0.633 1.100
標準偏差 1.776 1.342 0.611 1.197 0.511 0.677 0.738
最大 7.20 7.20 1.80 4.40 1.50 2.00 2.40
中央値 0.90 4.30 0.75 2.80 0.30 0.40 0.70
最小 0.20 3.50 0.40 1.30 0.00 0.20 0.70



単位照射時間あたりの線量 

 
 

 
 
整形外科：小児科に対して p<0.05 で高い 
他に有意な差は認められない 
 
  

全体 泌尿器科 小児科 消化器科 呼吸器科 整形外科 （放射線科）
平均 0.024 0.021 0.009 0.019 0.023 0.049 0.021
標準偏差 0.021 0.008 0.004 0.008 0.019 0.040 0.002
最大 0.12 0.04 0.02 0.03 0.05 0.12 0.02
中央値 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02
最小 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02



検査数あたりの線量 

 
 

 
 
科の間で有意な差は認められない。 
  

全体 泌尿器科 小児科 消化器科 呼吸器科 整形外科 （放射線科）
平均 0.109 0.091 0.056 0.159 0.118 0.077 0.155
標準偏差 0.092 0.020 0.035 0.092 0.173 0.056 0.040
最大 0.50 0.12 0.11 0.29 0.50 0.18 0.22
中央値 0.09 0.08 0.04 0.12 0.07 0.06 0.14
最小 0.00 0.07 0.02 0.08 0.00 0.03 0.12



単位照射あたりの線量 

 

 
 
科の間で有意な差は認められない。 
（呼吸器科のみ一ヶ月だけ高線量の外れ値が存在する） 
  

全体 泌尿器科 小児科 消化器科 呼吸器科 整形外科 （放射線科）
平均 0.030 0.013 0.006 0.019 0.090 0.027 0.012
標準偏差 0.062 0.006 0.004 0.011 0.130 0.022 0.045
最大 0.38 0.02 0.01 0.04 0.38 0.07 0.02
中央値 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06 0.02 0.01
最小 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.09



DOSIRIS で測定された水晶体線量と照射時間、検査回数、照射回数の相関関係 
 

      水晶体線量と照射時間            水晶体線量と検査回数 
 

 
水晶体線量の増加と最も相関するのは検査
回数であった。 
 
 
 
 
 
 
 

       水晶体線量と照射回数 
  



単位照射時間あたり水晶体線量の防護眼鏡による線量低下効果（単位：mSv/min） 
   

 
 
 
 
全体の比較では、p<0.01 で防護による線量低
下効果が認められた。 
 
 
 

       全対象群 
 

 泌尿器科 小児科 
 小児科 防護無し 防護あり

平均 0.009 0.006
標準偏差 0.006 0.003

泌尿器 防護無し 防護あり
平均 0.021 0.008
標準偏差 0.008 0.002

全体 防護無し 防護あり
平均 0.024 0.008
標準偏差 0.003 0.004



 消化器科 呼吸器科 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
個別の科毎の検討では、泌尿器科のみ
p<0.05 の有意差で線量低下が得られたが、
他の科においては低下の傾向は見られたも
のの、有意差には到達しなかった。 
（呼吸器科については、防護あり期間におけ
る検査件数が極端に少ないため、DOSIRIS
による測定がすべての月で測定限界以下で
あった）。 
 

 
     整形外科 

消化器科 防護無し 防護あり
平均 0.019 0.008
標準偏差 0.012 0.004

整形外科 防護無し 防護あり
平均 0.049 0.008
標準偏差 0.040 0.013

呼吸器科 防護無し 防護あり
平均 0.023 0
標準偏差 0.019 0



看護師・技師 
防護眼鏡非着用期間（2020/4 月~9 月）の月あたり水晶体線量推定値（mSv/month) 
および検査立ち会い 1回あたりの水晶体線量推定値（mSv/立ち会い 1 回) 
 水晶体線量 立ち会い 1 回あたり 

 
 
検査立ち会い 1 回あたり水晶体線量の防護眼鏡による線量低下効果 

 
 

 
 
 
 
 

p<0.05で、いずれも有意に低減。 

看護師 技師
平均 1.760 1.180
標準偏差 0.699 0.531
最大 2.70 2.00
中央値 1.40 1.00
最小 1.10 0.70

看護師 技師
平均 0.015 0.016
標準偏差 0.006 0.004
最大 0.023 0.021
中央値 0.011 0.016
最小 0.009 0.011

看護師/立ち会い数あたり
看護師 防護無し 防護あり
平均 0.015 0.006
標準偏差 0.006 0.001

技師/立ち会い数あたり
技師 防護無し 防護あり
平均 0.016 0.004
標準偏差 0.004 0.008
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１．研究の目的，意義及び研究の科学的合理性の根拠 
医療における放射線利用は、患者の診断・治療のために不可欠な診療行為の一つとなってい

るが、同時に被ばくに伴うリスクも生じる。医療における放射線被ばくのリスクは患者のみ

でなく、放射線を取り扱う医師・技師・看護師などの医療関係者にも存在するが、患者の被

ばくリスクに比べて、その検討は極めて少ない。医療関係者の被ばくは職業被ばくに分類さ

れ、法令に基づき線量限度が定められ管理されている。近年、水晶体の放射線影響が従来よ

りも低い線量から生じているとする報告がなされ、2020年には電離則の改定に伴い、水晶体

の線量限度の引き下げが予定されている。一方で、どのような医療行為・職種で、どの程度

の水晶体被ばくが生じているかの定量的な研究はほとんど無く、改定電離則の水晶体線量限

度が守れない医療従事者が発生する可能性が指摘されている。これを防ぐためには現状の把

握が必須である。これらの背景に基づいて、本研究では医療関係者の職業被ばくに伴う水晶

体被ばくの現状を把握し、水晶体被ばくの増減に影響を与える要因を同定、水晶体被ばくの

推定に役立つ要因を抽出することを目的とする。 
 
２．研究の方法及び期間 

1）研究者 
 研究責任者 
長崎大学 原爆後障害医療研究所 アイソトープ診断治療学研究分野 

 教授 工藤 崇 
研究分担者 
原爆後障害医療研究所 アイソトープ診断治療学研究分野 助教 西弘大 
同上                         助教 井手口怜子 
長崎大学病院 看護部                看護師 増田真弓 

 
2）研究期間 
  倫理委員会承認後～2022 年 3 月 31 日 

 
3）対象数 

     個人ではなく、業務についての研究であるため、数は同定できないが、約 500 名程度の

測定を行うものと考える 
 

4）解析・評価方法 
本研究は前向き研究であるが、業務の情報のみを収集し、個人情報については収集を行

わない。侵襲はなく、治療介入は行わない。 
方法は以下の通りである。 

   【方法】 
長崎大学病院における、放射線業務のうち、被ばく線量が多いと推定される、血管造影、

血管造影ではない透視を伴う業務、核医学診断業務、核医学治療業務、及び研究用放射線

取扱業務について、業務種（血管造影、内視鏡を伴う透視業務、内視鏡を伴わない透視業

務、小児患者の透視業務、核医学診断、核医学治療、研究業務、等）・職種（医師・技師・

看護師、等）・放射線取扱時間を記録。業務種ごとの職種ごと（以下「業務分類」：血管造

影の医師、血管造影の看護師、血管造影の技師、透視業務の看護師、等）に被ばく線量測

定装置を割り振り、一月ごとの業務分類ごとの線量を測定する。 



 

分類例 血管造影 透視 。。。。。 

医師 業務分類 A 業務分類 B 。。。。。 

技師 業務分類 C 業務分類 D 。。。。。 

看護師 業務分類 E 。。。。。。 。。。。。等 
 
各業務分類ごとに担当者のローテーションが発生するが（例えば、透視業務について、７月

７日は技師A、７月８日は技師Bなど）、個人ではなく業務ごとの測定を目的とし、同一業務で

あれば担当者が変更されても、同じ線量計を共有して一ヶ月積算線量を求める。このため、

個人ごとの被ばく線量情報は区別することができず、業務分類ごとの線量情報のみが得られ

ることになる。これによって、どのような業務、職種の線量がどのような量であるかを調査

する。 
被ばく線量測定装置としては、体幹部に装着するポケット線量計、頸部に装着するフィルム

バッジ、および個人用水晶体線量計（DOSIRIS)を用いる。被ばく線量測定装置は業務分類ご

とに共有されるため、各業務の測定終了後に毎回アルコール綿で消毒し、清潔を維持する。 
それぞれの測定装置について、業務分類を一つの測定単位として、測定単位毎の被ばく線量

を測定する。また、業務毎の作業時間を記録する。測定された被ばく線量は月ごとに集計し、

どのような職種・業務種が高い被ばく線量につながっているか、単位作業時間毎の水晶体被

ばく線量が高い業務は何であるかを検討する。また、体幹部のポケット線量計、フィルムバ

ッジの線量と水晶体線量の相関関係を求めることで、水晶体線量計を用いずに水晶体線量が

推定できるか、を検討する。 
 
 
３．研究対象者の選定方針 

研究対象は業務であり、個人ではないが、測定対象となる者は放射線を取り扱う業務従事者

で有り、血管造影・血管造影ではない透視を伴う業務・核医学診断業務・核医学治療業務・

及び研究用放射線取扱業務に従事した者となる。 
対象が個人ではなく、業務であるため、厳密な対象者数は同定できないが、約500名程度の

測定を行うものと考える 
 

４．インフォームド・コンセントの方法 
本研究は侵襲を伴わない前向き研究であるが、個人の情報を収集しないため、通知・公開に

よる同意取得とする。各個人が線量計を装着するときに、書面を用いて（以下、研究説明文

書）研究の概要を説明し、線量計の装着を持って同意とする。同意時に個人名を記した同意

文書を得ることは個人情報の収集となるため、これを行わない。 
研究内容は長崎大学医歯薬学総合研究科ホームページに公開するが、得られるデータは個

人情報と紐付けられていないため、データ収集後の事後のデータ削除（オプトアウト）は不

可能である。 
得られた情報は当該研究の解析及び成果発表以外の目的で使用しない。 
調査資料等は、研究期間の終了まで管理・保存する。データや情報を保存した電子媒体、電

子機器類はパスワードで保護するとともに、情報交換プログラムのインストールを禁止し、

情報の漏洩を防止する。データはキャビネットなどの施錠可能な場所に保管し、情報漏洩に



ついては十分配慮する。研究期間終了後には、すべての情報は、コンピューター上のデータ

は復元できないような状態で完全に消去し、その他の資料は細かく裁断の上、廃棄する。 
 

５．個人情報等の保護の方法（匿名化する場合にはその方法を含む。） 
本研究では作業を対象とした研究であり、個人情報は収集・記録を一切行わない。 

 
６．倫理的問題点等  

本研究はヘルシンキ宣言、及び、文部科学省・厚生労働省による「人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針」に準拠して実施する。長崎大学医歯薬学総合研究科ホームページにて、

研究内容の公表を行う。 
 
７．予測されるリスク及び利益，これらの総合的評価並びに当該負担及びリスクを最小化する

対策 
個人情報の収集を一切行わない。すべての情報を記録したコンピューターのパスワード保

護、ファイル交換プログラム導入禁止等情報漏洩の危険性を可及的に排除し、情報を適切に

管理する。 

 
８．研究等の期間及び当該期間終了後の試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む。）

の保管及び廃棄の方法 
本研究のすべてのデータは個人情報を一切含まない。 
データや情報を保存した電子媒体、電子機器類についてはパスワードで保護するとともに、

情報交換プログラムのインストールを禁止し、情報の漏洩を防止する。これらの手段によっ

て、情報漏洩については十分配慮する。研究期間終了後には、個すべての情報は、コンピュ

ーター上のデータは復元できないような状態で完全に消去し、その他の資料は細かく裁断の

上、廃棄する。 
 
９．研究の資金源等，研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等，研究者等の研究に係る

利益相反に関する状況 
本研究の資金源には厚生労働省「労災疾病臨床研究事業費補助金」を用いる。 
本研究課題にかかる利益相反事項は生じない。 

 
10. 研究に関する情報公開の方法及び研究結果の帰属 

  ・ 研究の概要及び結果の登録について（介入を行う研究が対象） 
    該当なし 
・ 研究成果の公表方法，方針及び帰属について（全ての研究が対象） 

長崎大学 原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療学研究分野の学術成果とし

て公表する。 
また、本研究は厚生労働省「労災疾病臨床研究事業費補助金」の班研究「放射線業務

従事医療関係者の職業被ばく実態調査と被ばく低減対策研究」として行われるため、厚

生労働省への報告書の形でも公表される。 
 

11. 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 
  本研究に関する相談等のために，以下の連絡先を情報公開文書に記載する。 



   
問い合わせ先： 
〒852-8523 長崎市 坂本１丁目12-4 
長崎大学原爆後障害医療研究所アイソトープ診断治療学研究分野 
教授 工藤 崇 (研究責任者) 
電話０９５－８１９－７１０１  

    
 

12. 研究対象者等に経済的負担又は謝礼について 
  なし 

 
13. 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の場合には，重篤な有害事象が発生した際の対応 

   侵襲・介入を伴わないため、該当なし 
 

14. 侵襲を伴う研究の場合には，当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びそ

の内容 
   侵襲・介入を伴わないため、該当なし 
 

15. モニタリング及び監査の方法 
 侵襲・介入を伴わないため、なし 
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医療に伴う被ばくの問題
基本的な考え方と論争点

長崎大学 原爆後障害医療研究所

アイソトープ診断治療学研究分野

工藤 崇

被ばく影響の基本的なデータ

• 1：基礎実験

• 2：コホート研究
– LSS (Life Span Study): 原爆被爆者87000人

– 被ばくを伴う労働者
• INWORKS: 米、英、仏の308000人の核関連施設労働者

• Mayak Study: ロシアの核労働者25000人（被ばく量が比較的高い）

– 環境被ばく
• Techa River Study: Mayakの近郊地区での30000人

• チェルノブイリ

• 高バックグラウンド地域：ケララ（インド）、陽江市（中国など）

– 医療被ばく

被ばくによる影響の種類

• 1）確率的影響
– 基本的に発癌影響（遺伝的影響も含まれるが人での証明
はない）

– 画像診断の場合は、ほぼこのレンジに収まる。

– LNT仮説：どんなに少なくても発癌の確率は存在し、線量
に直線的に相関する。（これがくせ者）

• 2）確定的影響
– 放射線皮膚炎、白内障など

– 基本的にシーベルト単位の世界だが、水晶体に関しては
閾値が低く、閾値がないという説すらある。

– 基本的に閾値以下なら影響がないとされるが、上記の理
由から「組織反応」という語に置き換わりつつある。

確率的影響

– この関係はおおむね原

点を通る直線と考えられ

ており（ Linear Non-

Threshold : LNT仮説）、

したがって、どんなに少

なくてもリスク＝0とはな

らない。

• 過去の被ばくのデータ（原爆、事故による被ばくなど）
から、放射線を浴びる量（線量）が増えるに従って、
発がんのリスクが上昇することがわかっている。

疾
患
の
確
率

Preston DL. et al. Radiation Research 2003; 160: 381-407より改変引用

1 2

3 4
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放射線による影響
: #1 確率的影響

• #1: 確率的影響
– ただし、異論もある

疫学研究はLNTを支持するか

強く支持する：

ある程度支持する：

支持するかもしれない

支持しない

結論は出せない

NCRP Commentary No.27より改変引用

X線透視による乳癌
• マサチューセッツ州における、結核診断・治療のた
めのX線透視による乳癌発癌リスク

• 1925~1954年の間に、
2573名の対象患者に147
件の乳癌が30年間の間
に発生した。

• 平均透視回数88回。

• 平均総線量7.9Gy
– 一回あたりではない

Boice JD Jr. et al. Radiat Res 1991; 125: 214-222より改変引用

かなりきれいな直線性。ただし、エラーバーは大きい。

医療被ばくによる確定的影響：
人のレベル：不確実

• 非常に話題になった論文ですが......

オーストラリアより; 小児期にCTを受けた人において、発が
ん数の増加。

英国より: 小児期にCTを受けた人における発がんリスク
（脳腫瘍と白血病）の上昇が、受けていない人の2~3倍。

Mathews JD. et al. BMJ. 2013 May 21;346:f2360

Pearce MS, et al. Lancet. 2012 Aug 4;380(9840):499-505
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• 本当??

• データに奇妙な点がある.
– 被ばくリスクは、若年者ほど高いというすでに確立された知識
があるが、この報告では、逆の傾向となっている。

Relative attributable risk/mGy

英国より: 小児期にCTを受けた人における発が
んリスク（脳腫瘍と白血病）の上昇が、受けてい
ない人の2~3倍。

• ほぼすべての癌腫で増加。
– 放射線の影響がないとされてきた、
悪性黒色腫とホジキンリンパ腫でも
放射線とリスクの間に関係がある
（となっている）。

– にもかかわらず、すでに放射線と発
がんリスクの間に確実な関係がある
とされている乳がんのみ、この研究
ではリスクの上昇が見られていない。

今までなかったものが「ある」のに、
かならず「ある」べきものがない。

オーストラリアより; 小児期にCTを受けた人において、発がん数の増加。

Confounding by indication
(Reverse causation)

そもそもなぜ小児にCTを行うか。

なにか、病気があるか疑われるから。

小児にCTを行う以上は、それなりに「必要性が高い」から行うはず

「必要性が高い」の中には当然悪性疾患
（および関連する事象）が含まれる。

“X-rays aren’t causing cancers,
cancers are causing X-rays.”

X線が、がんを引き起こしているのではない,
がんが、X線を引き起こしているのだ。

医療被ばく：診断
• 25~30mSv/検査以下：

– 確定的影響のレンジにはない。

– 問題となるのは確率的影響
• 基本、発癌のみ。遺伝的影響は人間では証明されていない

– 確率的影響は因果律ではなく、リスクの世界
• 500mSv浴びても発癌しないこともあれば、10mSvでも発癌すること
はあり得る。

• しかし、その発癌が放射線が原因かどうかを捉えることは困難。

• 捉えられたとしても、「どの」放射線が原因かは絶対に分からない。

被ばくのために、発がんリスクが50％増加しました。＞＞がんになりました。
≠被ばくのせいでがんになりました。 とはならない。

（リスクの考え方を個人に当てはめるのは少し問題がある）

9 10
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NCRP commentary 27の結論

• LNTモデルは、低線量域において、放射線生
物学や疫学的に科学的証明をすることがおそ
らく出来ない仮説であるものの。。。

• 放射線防護の目的で、LNTに代わるような、
実用的でかつ保守的な線量-応答関係は今の
ところ見つからないので、LNT仮説を採用する。

1) LNTは基礎科学ではない。防護のための実用科学である。
2) もしかして、もはやわからないと諦めている？

医療被ばくによるDNA損傷：確実にあ
る

• 医療放射線によるDNA損傷

14
医療被ばくによるDNA損傷とその修復が定量できる。

Brand M, et al. Eur J Radiol (2012); 81:  e357– e362

γ-H2AX: ヒストン蛋白の一種H2AXがリン
酸化された物。
DNA二重鎖切断の部分に生じ、DNA修復
に重要な役割を持つ。
その出現はDNA二重鎖切断の存在を示す。

CTによる二重鎖切断

• 殆どの修復は24hrで終了するが、1名だけ例外。

Löbrich M, et. al, PNAS 2005; 120: p8984-8989より改変引用

PET/CTやCT検査が必要不可欠なものなら、これを逆手にとって、放射線感受
性のスクリーニングに使えないか（放射線治療前の副作用予測など）

医療被ばくの重要性
• 医療は公衆被ばくの最大の要因である

主にRadon-222
の吸入

13 14
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医療被ばくにおける循環器の重要性

• 循環器関連の被ばくが2割（米国では）

• ICRPでは循環器領域の被ばくを重視しており、特集号がある

Einstein AJ. J Am Coll Cardiol. 2012;59(6):553-565

個々の線量が抑えられても、件数が多い
（米国は心臓核医学、日本は多分CT）

利用の3原則
• 1）利用の正当化

– 放射線を利用することによる患者の利益が、リスクを大幅に上回るのであ
れば、放射線を利用しないことの方が正当化されない、ということもありうる。

– 「リスク・不利益」と「便益・利益」とのバランスであることを認識することが重
要である。

• 2）防護の最適化

• 3）線量限度
– 医療被ばくには線量限度の原則は適用されない

• 3＊)責任の原則
– Einsteinらは「線量限度」に代わる第3の原則として「Responsibility 

principle：責任の原則」を提示している

– 個別の線量の記録、モニタリングを行うこととともに、20mSvを超えるよう
な検査では、患者への十分な説明と同意のものに行うことを推奨している。

Einstein AJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63(15):1480-9.

日本の心臓核医学の現状
• タリウムの利用が多く、患者の被ばくに影響してい
ることは感覚的に多くの心臓核医学関係者は認識
している。

• が、実証データに乏しい。

Handai
Survey.

Otsuka R, et al. J Nucl Cardiol.2017 Mar 28. doi: 10.1007/s12350-017-0867-2

大阪大学の福地一樹先生が全国調査を行いました。
全国641施設にアンケートを行い、431施設より回答
（回収率67%)

日本での心臓核医学の現状

• 半分がまだTl-201.
– Tl-201の典型的投与量は

111MBq

– Tc-99m系心筋血流製剤の典
型的使用量は約1100MBq

• 欧米ではタリウムは一桁
ドイツ：2%

アメリカ：5.6%

35%

43%

22%

日本における心臓核医学の

核種別検査割合

Tc
Tl
Both

Otsuka R, et al. J Nucl Cardiol. 2017 Mar 28. doi: 10.1007/s12350-017-0867-2
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20mSv=
多くの文献で「超えるべきではな
い」とされる、一検査あたりの被ばく
量

9mSv=米国心臓核医学会が
推奨する被ばく量の上限

日本における心筋血流シンチに伴う
被ばく量は

Tc-99m 系心筋血流製剤.
(典型量1110MBq)

タリウム
(典型量111MBq)

典型的な投与量の場合、
タリウムの実効線量はTc-99m 系の

概ね二倍である。

Otsuka R, et al. J Nucl Cardiol. 2017 Mar 28. doi: 10.1007/s12350-017-0867-2

記憶しておくべき数字

医療に伴う被ばくとは

• 1：医療被ばく：患者の被ばく
–受益者（患者）とリスクを受ける者（患者）が一
致している

• 2：職業被ばく：医療従事者の被ばく
–受益者（患者）とリスクを受ける者（職員）が一
致しない

こちらが今ひとつ忘れられていた

職業被ばく

• 2020年（令和2年）に新たな電離則が公布。
– 水晶体の線量限度が5年で100mSv, 1年で50mSv以下
に制限される予定。

かなり厳しい。

管理の必要性
• 医療被ばくにしても職業被ばくにしても、線量は小さ
く、問題は余り生じない、といっているが、それ
は。。。。管理されているというのが前提

管理されてへんやないか！

第5回検討会の資料2
（産業医科大学 欅田班資料）から引用

21 22
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長崎大学における透視作業者の水晶体線量調査

• 透視検査時に、DOSIRISを装着してもらい、1ヶ月一つの作業
で一つのDOSIRISを共有して測定することで、作業ごとの1ヶ
月累計線量を調査している。
– 対象は、看護師、技師、泌尿器科医、小児科医、消化器科医、その他
の内科医、整形外科、放射線科。

– 看護師と技師は、複数の検査室を行ったり来たりするため、検査室ごと
の区別はできていない。

• 泌尿器科医と、消化器
科医が突出して高い。

– 予想を超えて高いため、
半年程度の調査の後、
防護眼鏡の装着推奨の
介入を行う予定。

– 現時点では防護眼鏡は
あるが、装着はほぼ行
われていない。

1.275 1.275

5

0.725

2.825

0.15

0.85
1.475

Nurse Technol Uro Pediatric Gastroent Resp_Int Orthop Radiol

Average
単位：mSv/月

放射線利用の3つのルール

• 利用の正当化

• 防護の最適化

• 線量限度 • 第一条：ロボットは人間に危害を加え
てはならない。また、その危険を看過
することによって、人間に危害を及ぼ
してはならない。

• 第二条：ロボットは人間にあたえられ
た命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条
に反する場合は、この限りでない。

• 第三条：ロボットは、前掲第一条およ
び第二条に反するおそれのないかぎ
り、自己をまもらなければならない。

アイザック・アシモフ：
ロボット工学三原則

利用するからには
患者に利益がないと

いけない。

逆に言えば、間違いなく
患者に利益があるのなら、

利用しなければならないのでは
ないか？

From Isaac Asimov “Runaround” 1942

まとめ

• LNTは仮説である。かつ、放射線防護のための作
業仮説であり、純粋科学の仮説ではない。

• 低線量被ばくの影響は少ないとはいうものの、医療
被ばくは重要な注目を浴びている。

• これからは、職業被ばくも重要になってくる。

個人線量計はつけましょう！

検査をためらう必要はない。
必要なら自信を持ってやるべき。

25 26
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